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資料 1-1 

平成20年度 中央労災補償業務監察方針及び実施計薗

第 1 中央監察方針

中央労災補償業務監察(以下「中央監察Jという。)においては、労災補償業

務に関する各局の運営状況等を実地に把握し、行政の斉一性が確保され、組織

的機能を十分に果たしているかなどについて検証してきたところであるが、平

成19年度までの各局の状況をみると、中央監察を実施するたびに、局・署にお

ける基本的な事務処理の徹底に係る指摘が繰り返されてきている。

また、最近においては、脳・心臓疾患や精神障害等の事実調査に多大な事務

量を要する事案の請求件数も大幅に増加する一方で、業務実施に係る予算・定

員は減少する傾向にあり、これまでにも増して組織的・効率的な業務運営が必

要となっている。

このため、平成20年度の中央監察においては、基本的な事務処理が徹底され

るための体制が整っているか、業務実施計画の策定や長期未決事案の処理にお

いて、局・署における組織的な対応がなされているのか、特に管理者による進

行管理が十分でない場合はその原因がどこにあるのか、といった観点も念頭に

置きつつ、管理者からのヒアリング、関係書類の確認等の手法により、次の 3

項目を重点に監察を実施する。

第z 重点監察項目

平成20年度の中央監察に当たっては、都道府県労働局における労災補償業務

のうち、

① 管内行政課題の把握及び業務実施計画の策定状況

行政運営方針及び管内の実情等を踏まえJ 行政課題に的確に取り組むため

の具体的かっ実効性のある業務実施計画が策定されているか

② 労災保険給付等の迅速・適正処理状況

労災保険給付等の事務処理が迅速・適正に行われるよう局・署の管理者が

的確な進行管理を行っているか

③ 地方労災補償監察官制度の運用状況

地方労災補償監察等において、適切な指示・指導が行われるとともに、改

善措置状況を確認するなど実効ある監察等が行われているか

を重点監察項目とする。

第 3 中央監察の時期

前期 6 月上旬~7 月下旬

後期 9 月上旬~11月上旬

第4 中央監察対象予定局署(別添のとおり)

労働局:28局

監督署:46署(労災補償業務及び適用徴収業務の監察を併せて実施)



資料 1-2

平成20年度 中央労働保険適用徴収業務監察方針及び実施計函

第 1 中央監察方針

中央労働保険適用徴収業務監察(以下「中央監察」という。)においては、

労働保険適用徴収業務に関する各局の運営状況等を実地に把握し、行政の斉一

性が確保され、組織的機能を十分に果たしているかなどについて検証してきた

ところであるが、平成19年度までの各局の状況をみると、中央監察を実施する

たびに、局・署における基本的な事務処理の徹底に係る指摘が繰り返されてき

ている。

また、労働保険の適用状況について、平成16年 3月に閣議決定された「規制

改革・民間開放推進 3か年計画」に未手続事業の一掃が盛り込まれ、この対策

の一層の促進が求められているo

このため、平成20年度の中央監察においては、基本的な事務処理が徹底され

るための体制が整っているか、未手続事業一掃対策が十分な検討の下に実効性

のあるものとなっているか、といった観点も念頭に置きつつ、管理者からのヒ

アリング、関係書類の確認等の手法により、次の 3項目を重点に監察を実施す

る。

第2 重点監察項目

平成20年度の中央監察に当たっては、都道府県労働局における労働保険適用

徴収業務のうち、

① 労働保険の未手続事業一掃対策の実施状況

職権成立の実施を含めた未手続事業一掃対策が効率的・効果的に推進され

ているか

② 徴収業務に係る事務処理状況

収入官吏の発令状況、主任収入官吏等の事務取扱補助者等の任命状況、徴

収事務に係る署への指導状況、現金領収証書等のチェック体制及びスタンプ

領収の取扱状況等について適正に行われているか

③ 労働保険事務組合に対する監督・指導の状況

監督・指導の状況及び事務処理の改善指示が適切に行われているか

を重点監察項目とする。

第3 中央監察の時期

前期 6 月上旬~7 月下旬

後期 9 月上旬~ll月上旬

、第4 中央監察対象予定局署(見IJ添のとおり)

労働局:25局

監督署:46署(適用徴収業務及び労災補償業務の監察を併せて実施)



l資料 I-3 I 

中央監察における

労働基準監督署関係主要指摘事項

平成11.......19年度

中央労災補償監察官室



中央監察における労働基準監督署関係主要指摘事項

平成11~19年度

1 業務処理体制等

(1)管内行政課題の把握等

O 重点行政課題等について、単に局と同様とし、自暑の管内情勢、業務状況等が十分に

反映されず具体的でないもの

(2 )業務処理体制

O 課長起案のものについて、署長のみの決裁となっているもの等、相互牽制体制がとら

れていないもの

O 修正用帳票の決裁について、

・署長決裁が確実に行われていないもの(例:基本情報修正票)

(注.以下、下線部分の事項は平成19年度新たに指摘されたもの)

z署長の決裁のみのもの

-決裁日が記入されていないもの

O 署長、次長段階でのチェック項目が徹底されていないもの

O 請求書の審査に当たって、職制別のチェック項目が定められていないもの

O 要調査事案か否かの判断を担当者任せにしているもの

O 保険給付に係る支給決定支払決議書のOCR入力を労災主務課で行っているもの

o r特定データ用カードJの管理・保管について、運用管理責任者である署長が行ってい

ないもの

(3 )業務計画の樹立

O 前年度の実施結果等を十分検討することなく、前年度計画を踏襲しているもの

O 椙当数の長期未決事案を抱えているにもかかわらず、解消についての対応が十分と

はいえないもの

2 保険給付(共通事項)

(1)保険給付の迅速処理

O 請求書に受付印の押印がないもの

o OCR入力が受付当日又は翌日までに行われていないもの



-平均賃金、休業期間等に不備があり、補正後入力しているもの

.調査終了後に入力しているもの

O 不備返戻で、

・再提出期限を付していないもの

・再提出がなされないにもかかわらず、督促を行っていないもの

且内部要因により返戻に時間を要しているもの

-決裁を受けることなく、不備返戻しているもの

.oc良入力することなく、不備返戻しているもの

-保険給付請求書処理簿(不備返戻簿)の処理経過が不明のもの

O 請求書の証明欄の記載・訂正が適正に行われていないもの

O 決議書の注意を喚起するメッセージについて確認を行っていないもの

O 請求書記載内容を補正しているにもかかわらず、補正した経過を記録していないもの

o r災害発生状況」欄について職員が全て記載しているもの

O 請求書等の決裁において、一部管理者の決裁がないもの

O 必要な調査等が終了しているにもかかわらず、決定まで長期間を要しているもの

O 各種配信リストについて、署長等が活用していないもの

O 医証の収集について、

-意見書等の提出期限を示すことなく依頼しているもの

-提出期限を過ぎているにもかかわらず、速やかに文書等による督促を行っていないもの

・医師意見書に受付年月日が押印されていないもの

O 医学的判断が必要な事案であるにもかかわらず、地方労災医員等の活用が図られて

いないもの

(2)保険関係の確認

O 適用関係に疑義があるにもかかわらず、調査・確認を行っていないもの

(3)労働者性の確認

O 労働者性に疑義があるにもかかわらず、調査・確認を行っていないもの

O 労働者性の確認について、関係者からの聴取がないもの

O 請求書の審査・確認が十分行われていなかったため、支給決定した後、労災保険の適

用がない事業主であることが判明したため、支給決定を取り消しているもの

(4)業務上外の認定
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O 要調査事案にもかかわらず、調査担確認を行っていないもの

・災害発生状況が不明確なもの

局災害発生状況からみて、傷病名に疑義があるもの

-災害発生状況の負傷部位とレセプトの負傷部位が相異しているもの

.災害発生から相当期間経過後に請求があったもの

-災害発生から初診日まで、相当の期間を経過しているもの

O 複雑困難な事案にもかかわらず、意見書依頼に当たって、文書等のみで医師に十分

な説明を行っていないもの

O 腰痛事案について、災害調査のみにより不支給としているが、災害発生状況等から非

災害性の検討がなされていないもの

O 腰痛の処理にあたり、調査不十分なまま認定しているもの

O 脳・心事案について、 9号としての調査のみで決定しているが、災害発生状況からみて

1号の可能性について検討がなされていないもの

(5 )保険給付に関する調査

O 要調査事案に該当する事案であるにもかかわらず、調査することなく支給決定を行つ

ているもの

O 調査対象としているが的確な調査が行われていないもの

(6)給付基礎日額の決定

O 平均賃金算定内訳の手当の内容について疑義があるにもかかわらず、調査・確認を

行っていないもの

O 平均賃金の算定を誤っているもの

(7)再発の認定

O 再発事案について、当初の疾病との因果関係が明らかでないにもかかかわらず、調査

を行っていないもの

(8 )署長等の進行管理、長期未決事案旦監生亙tJ.解消

O 事案の把握

院脳・心、精神、石綿等調査事項が多岐にわたる事案が、請求書受付後、署長に情報が

直ちに報告されず、署長が事案を把握できていないもの

-署長管理事案であるにもかかわらず、 6か月経過してもなお署長が事案を把握していな

いもの
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園長期未決事実について、署長は担当者からの報告を漫然と待っているのみで、自ら事

案の確認・把握を行っていないもの

-処理が長期化した事案で早期完結のため調査計画書を作成することとしている事案に

ついて、担当者任せとなっており、署長が事案を把握していないもの

a署長が事案検討会に参加するものの、現状報告を受けるだけで今後行うべき事案処理

の内容を理解・認識(把握)しておらず、具体的な指示‘指導を行っていないもの

O 事案検討会の開催

・請求書受付後、速やかに調査計画書作成のための検討や長期未決事案に係る検討の

ための事案検討会が開催されていないもの

-事案の検討が次長や課長と担当者のみで行われ、署長が事案検討会に参加していな

ど主旦

=事案検討会の開催が脳-心、精神事実に限られ、調査事項が多岐にわたり処理が長期

化すると考えられるその他の事案については、担当者任せとなっており、組織的な検討

がなされていないもの

-月1回の定期開催に固執したため、事案処理のための検討が適時行われていないもの

E 事案検討会の開催が遅く、調査計図書の検討、作成が速やかに行われていないもの

・事案検討会において、単に担当者からの現状報告が行われるにとどまるなど、署長が

事案処理のために必要な調査・聴取や医証等の収集方法・時期等について検討・指示

していないもの

O 調査計図書の作成

-脳・心、精神、石綿等調査事項が多岐にわたり処理が長期化することが考えられる事案

及び処理が長期化した事実について、早期完結のため調査計画書を作成することとさ

れているにもかかわらず、一部の事実について調査計画書を作成していないもの

-調査計画を請求書受理後、速やかに策定していないもの

省処理の長期化が見込まれるにもかかわらず、調査計画を策定していないもの

-実地監察、業務指導時に調査計画書を作成するよう局から指導されているにもかかわ

らず、作成していないもの

・調査計画書の作成iこ3か月、馬への進達までにさらに1か月等、調査計画書の作成及

び局への進達に長期間要しているにもかかわらず、署長が事務処理の遅延に対する指

示・+旨導を行っていないもの
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掴調査計画書は策定しているが、最初から6か月を超えた計画としているもの

・単Iこ6か月の期間に調査事項を形式的に当てはめて調査計画書を作成するなど、調査

が必要な項目、時期、方法、分担等処理方法を具体的に検討しておらず、実効性のあ

る内容となっていないもの

-とりまとめ時期を含む事務処理全体を通じた計画が策定されていないもの

冒調査計画書に調査予定年月日及び調査を実施した年月日が記載されておらず、調査計

国書に基づく的確な進行管理を行えるものとなっていないもの

O 調査計画書の変更・見直し

-「実地調査遅れI等により調査計画書どおりに事務処理が遂行されていないにもかかわ

らず、調査計画の見直しが行われていないもの

・新たな事実等に基づき追加調査の必要が生じたにもかかわらず、調査計画書を変更し

ていないもの

-精神障害等事案において、@事業場調査、⑥主治医意見書依頼、@請求人等への聴取

調査とその実施年月のみを単に変更・記載しただけの形骸化した調査計画書となって

いる状況を署長のみならず局においても把握していながら、調査計画の見直しについて

指示・指導していないもの

O 処理経過簿の記載

・業務実施計画において、処理経過簿の作成が定められた事実であるにもかかわらず、

処理経過簿が作成されていないもの(例:3か月経過事案)

・事実検討会等における署長の指示 a指導事項が記載されていないもの

-署長の指示・指導事項が「適宜督促のことJ、「課長意見のとおり」等の記載のみで具体

的な内容が記載されていないもの

-監察、業務指導時等の局からの指示"指導事項が記載されていないもの

・署長が指示・指導した事項及び実地監察、業務指導時等局から指示・指導された事項

の履行状況の確認及びその後の進行管理を行っていないもの

-局からの指示事項が記載されているにもかかわらず、長期間放置し、署長が何ら指示

せず、進行管理も行っていないもの

-f事業場関係者聴取J、「意見書依頼J等と実施日付のみが断片的に記載されるにとどま

り、進ちよく状況を把握するのに必要な調査予定日や期限等が記載されていないもの

-事業場関係者が聴取に応じない、あるいは、資料の提供を遅延させる行為により処理
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が遅延している状況を処理経過簿や事案検討会で把握しているにもかかわらず、署長

は、職権行使による調査の実施を検討していないもの

O 事案の進捗状況を署長等が的確に把握していないもの

. r着手遅れJr取りまとめ遅れJ等、内部要因による選れについて、署長等による進行管

理、調査計画等の対策が不適切なもの

・署長が同ーの事案について、数か月にわたり同様の指示をしており、的確な指示を行っ

ていないもの

E長期未決事案について、担当者任せになっており、署長等の指示・指導が行われてい

ないもの

・外部要因による遅れについて、適宜督促等を行っていないもの、実地調査等適切な処

置が行われていないもの、署長等による進行管理、調査計画等の対策が不適切なもの

O 被災者別長期未処理事案リスト等、未処理事案リストの活用が不十分なもの

(9 )適正給付対策の推進

O 管理対象者に係る管理カード等の整備が十分でないもの

O 調査対象者について、症状照会等の調査を実施していないもの

O 調査対象者の選定はされているが、特段の理由もなく調査がおくれているもの

O 調査対象者の選定は、療養開始後1年の時点で行っているのもかかわらず、症状照

会等の時期を特段の理由もなく一律に2年後としているもの

O 症状照会等lこ対する主治医の意見書Iこ「症状固定」又は「症状固定の見込み時期Jが

記載されているにもかかわらず、適切な調査・確認を行っていないもの

O 最初の症状照合のみ実施し、その後の調査が必要に応じて実施されていないもの

O 傷病の状態を的確に把握し、必要に応じ、主治医の意見書を依頼する必要があるもの

O 主治医からの聴取について、時期、方法が不明であるもの

O 振動障害の適正給付対策について、特段の理由もなく計画を実施していないもの

(1 0)その他

O 脳・心臓疾患事案について、明らかな法違反があるにもかかわらず、関係部署へ情報

提供していないもの

3 各種保険給付業務

(1)療養(補償)給付
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O 要調査事案にもかかわらず、調査・確認を行ってていないもの

-被災労働者の職種が未記入のもの

・現認者の職種、氏名が未記入のもの

.災害発生状況が不明確なもの

圃災害発生状況からみて、傷病名に疑義があるもの

・災害発生状況の負傷部位とレセプトの負傷部位が相異しているもの

.労働者性又は災害発生状況に疑義があるもの

-災害発生から相当期間経過後に請求があったもの

-災害発生から初診日まで、相当の期間を経過しているもの

.災害発生と傷病との因果関係に疑義があるもの

O 事業主印がない場合、新たに別の請求書を送付し、事業主印を押印させているもの

(2)休業(補償)給付

O 要調査事案にもかかわらず、調査・確認を行っていないもの

闘月給者の休業請求期間中の賃金の支払状況について

冒傷病名からみて休業期間が長いと思われるもの

-全部休業の請求で、実診療日数が少なく休業の必要性に疑義があるもの

.特別加入者の休業の必要性について疑義があるもの

O 労働者性について、電話照会のみで客観的な資料による確認を行っていないもの

O 待期期間の取扱いに誤りが認められるもの

O 傷病の状態が要件を満たしているにもかかわらず、傷病補償年金に移行していないも

の

O 他署からの回送された請求書について、自署の受付年月日で入力してるもの

o r死傷病報告提出年月日」が記入されていないもの

(3)障害(補償)給付

O 障害(補償)給付請求書裏面の診断書に記載されている障害の一部が、障害等級認

定の際に考慮されていないもの

O 当初の傷病部位以外の障害が原災害に基づく障害か否かの確認を行っていないもの

O 神経障害等高度な医学的判断を要する事案について、主治医の意見のみで障害等級

を決定しているもの

O 障害の程度の検討が十分に行われていないもの
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O 障害等級の認定に際して、自局の業務実施要領に定めているにもかかわらず、職員

が単独で行っており、複数体制で対応していないもの

O 第三者行為災害の障害認定において、障害認定調査をしながら障害等級決定をせず

に放置しているもの

(4)傷病(補償)年金

O 則18条の2による届出の診断書!こ「症状固定」と記載されているにもかかわらず、年

金給付へ移行しているもの

(5 )遺族(補償)給付

O 受給権者・受給資格者の確認が適切に行われていないもの

(6 )年金給付

O 新規決定時におけるチェック休制の不備、公的書類との照合が不十分であったことか

ら「生年月日誤り」等による年金基本権の取消が生じさせているもの

O 定期報告未提出者に対して、必要な調査・確認や支払差止めをしていないもの

O 支払差止め後に、受給権者に係る的確な調査"確認が行われていないもの

O 支払差止め後長期間経過した事案について、特段の理由もないまま追跡調査を中断

しているもの、特に、差し止め後4年自の請求時効に関わる事案について、調査を行って

いないもの

O 年金受給権者が所在不明の事案について、調査すれば判明する事案についても調査

実施まで長期間要しているもの

O 厚生年金等未調整者(調査中・請求中)の確認に長期間要しているもの

O 厚生年金等の受給の有無について、受給権者及び社会保険事務所等に照会調査な

どを行っていないもの

4 その他の給付業務

(1)第三者行為災害

O 第三者行為災害届の提出がないまま処理しているもの

O 認査復命書が適切でないもの

O 同一構内の同僚者間等の災害について第三者行為災害届の提出指導を行わず、ま

た、求償権差し控え事案として局長に報告する事なく署長完結として処理しているもの

O 保険会社等からの回答が遅れているにもかかわらず、督促等していないもの
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O 調査が不十分なまま、求償差控事案として局へ報告しているもの

O 第二当事者等の資力の調査を十分行わないまま、求償差控事案として局へ報告して

いるもの

O 求償権行使差控事実において当事者の事情聴取のみ行い必要な裏付けをとってい怠

いもの、未成年という理由のみで第二当事者無資力としているもの

O 第二当事者が不明又は無資力であるとして署内完結とし局へ報告していないもの

O 歳入徴収官への保険給付(求償権・債権発生)通知が遅延しているもの

O 第三者行為災害処理経過簿!こ事跡が残されていないもの

O 第三者行為災害処理経過簿に決裁がないもの、又は復命書決裁時にまとめて署長決

裁しているもの

O バイクと飼犬の接触事故について、三者行為災害としての調査が行われていないもの

O 過失割合等の検討を行っていないもの

O 被災労働者本人から念書をとっていないもの

O 念書の必畢項目に記載洩れがあるにもかかわらず、不備返戻していないもの

5 不正受給等防止対策の実施状況

O 不正受給防止に係るリストの活用が、管理者も含め、十分行われていないもの

6 労働保険適用組徴収業務

(1)任免関係

O 収入官吏代理の任免を署長が行っており、発令権者である局長が行っていないもの

O 主任又は分任収入官吏代理の命免簿が整備されていないもの

O 分任収入官吏代理の任命について、分任収入官吏1名につき特定の分任収入官吏代

理1名を任命していないもの

O 主任収入官吏等事務取扱補助者を任命しないまま、その事務をさせているもの

O 主任収入官吏等事務取扱補助者が1名のみで、複数任命されていないもの

O 分任収入官吏全員を主任収入官吏事務取扱補助者に任命しているもの

O 分任収入官吏で現金領収等の実績のない者がいるなど必要以上の人数を発令してい

るもの

O 収入官吏又は事務取扱補助者として業務を行わなくなった者を免ずる発令がなされて
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いないもの

O 主任収入官吏事務取扱補助者命免簿の「事務の範囲」が不適切なもの又は明記され

ていないもの

O 歳入歳出外現金出納官吏の任免が適正に行われていないもの

(2)現金領収証書等の管理・保管等

O 現金領収証書等の受払いについて、請求手続きが口頭等により行われ、物品請求書

等により行われていないもの

O 物品管理官より現金領収証書綴等の交付を受けた場合について、表紙余白に交付年

月目、所属、官職氏名が記入されていないもの

O 主任収入官吏が交替する際の現金領収証書綴の取扱いについて、表紙余白に引継

年月日、所属、後任の官職氏名の記載がないもの

O 主任収入官吏等の現金領収証書等について、主任又は分任収入官吏のうちあららか

じめ指定した者(のうち上位の者の例・次長)が、管理・保管していないもの

O 分任収入官吏から分任物品管理官への請求手続きが口頭のみで行われているもの

(3)労働保険料等の収納・納付受託等

O 現金領収証書等について

・未使用部分に氏名の記載(ゴム印)があるもの

z現金領収証書の領収年月日が記入されていないもの

圃現金領収証書の領収金額・領収年月日を訂正しているもの

・現金領収証書、納付受託証書に割印が洩れでいるもの

-現金領収証書の控えに検印がないもの、現金出納簿との確認が不十分なもの

E 検収印の押印が適切な位置でないもの

圃現金領収証書の検印を相当期間まとめて押印しているもの

-現金領収証書の検印を現金等の領収日に押印していないもの

・現金領収証書の書損理由、その後の顛末が記載されていないもの

.現金領収証書の書損処理で一部決裁が洩れているもの

E 現金領収証書の書損処理で、「書損Jの表示がないもの、又は誤って「廃棄」と表示して

いるもの

=原符の複写の文字が薄いため、ボールペンにより書き加え、書損としていないもの

E廃棄に当たり、未使用分の全葉が斜線で抹消されてい怠い、決裁を受けていないもの
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-訂正印の押印がないもの

R主任収入官吏の現金領収証書の訂正印が、訂正を行う補助者の私印でないもの

.領収金額を加筆しているもの

・主任収入官吏の現金領収証書で官印押印後に書損としているもの

.分任収入官吏の現金領収証書で記名押印後に書損としているもの

.訂正可能であるにもかかわらず書損としているもの

O 納付受託証書について

-主任収入官吏名義及び同公印を使用しているもの

首不j度りとなった証券について、委託者に返還していないもの;また、返還した不渡り証券

の受領証書を徴していないもの

-納付受託証書の組戻しの際に、証券の受け渡しの日付が記入されていないもの

-納付受託証券整理簿の備考欄に再委託中のものが完結した際に、署長等の決裁を受

けていないもの

-記名、押印後に書提としているもの

O 現金出納簿について

-現金領収したにもかかわらず、記載していないもの

E現金領収証書により現金を領収した目、日銀へ払込した日に決裁がないもの

.累計の決裁が行われていないもの

・年度毎等に空欄(行間)があるもの

-摘要欄に、主任収入官吏代理が現金領収を行った場合の「代理開始jr代理終止」の記

載がないもの、又は誤って記載しているもの

-現金出納簿の月日が誤っているもの、金額の訂正処理を誤っているもの

O 転免者に係る現金出納簿及び納付受託証書受払簿の記載及び現金領収証書の廃棄

処理に誤りがあるもの

O 主任収入官吏が、現金領収証書、出納簿等を十分確認せず決裁・検印しているもの

O スタンプ領収について

・スタンプ領収責任者が定めず、スタンプ領収を行っているもの

-スタンプ領収事務が複数人によるけん制体制がとられていないもの

・納付書の金額に訂正があるにもかかわらず、スタンプ領収しているもの

.スタンプ領収使用簿を作成することなくスタンプ領収しているもの
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Rスタンプ領収の納付書について、ナンバーリングによる一連番号が打たれていないもの

'スタンプ領収使用簿への記載洩れや金額の誤記入により払込遅延が発生したもの

-現金出納簿の記載において他の領収と区別して記入していないもの

O 分任から主任への歳入歳出現金のヲ!継について領収証書の交付が遅延しているもの

O 主任収入官吏の事務処理について、主任在庁時であるにもかかわらず、主任収入官

吏代理で行っているもの

O 主任収入官吏代理の事務処理について、主任不在時であるにもかかわらず、主任収

入官吏名で行っているもの

O 分任収入官吏の事務処理について、分任収入官吏が在庁しているにもかかわらず、

分任収入官吏代理名で事務処理しているもの

O 受領した保険料の日銀への払込みが遅延しているもの

O 払込書の作成事務について、払い込みが翌日であった場合、領収日に在庁していた

主任収入官吏あるいは主任収入官吏代理が払込書を作成し、その払込書を用いて払い

込みをしていないもの

o ~J(納事務に係るチェックリストが不備なもの
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労災管理課企画担当補佐

説明資料
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労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令について

(通勤災害保護制度の見直し関係)

1 趣旨

資料II-l

高齢化の進展とともに、家族の介護が労働者の生活に深く関わってきていること、ま

た、平成 19年4月 18日大阪高裁判決(義父の介護のため通勤経路を逸脱した労働者

に対する休業給付不支給決定を取り消すものとする判決。)を踏まえ、労働者が要介護

状態にある家族の介護を行うケースについて、通勤災害保護制度の対象とする省令改正

を行ったものである。

2 省令改正の対象とする介護行為の範囲

(1)介護を受ける対象者の範囲

o r要介護状態(注)にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、

扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹j を対象とする(育児・介護休業法に基づく

介護休業制度の対象家族と同様。)。

(注)要介護状態の判断基準は、単身赴任者が就業場所と帰省先住居の聞を移動する経路を通

勤災害保護制度の対象とする場合の考え方と合わせる。要介護状態とは、負傷、疾病又は

身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を要する状態

(労災則第7条)をいい、常時介護を必要とする状態かどうかは、「労働者災害被償保険

法の一部改正の施行及び労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支

給金支給規則の一部を改正する省令の施行について(基発第 0331042号)Jの別表「常時

介護を必要とする状態に関する判断基準J(別添参照)により判断する。

(2)介護の内容等

O 労働者が介護を反復継続して行っていることを要件とすることが適当である。す

なわち、介護についても、介護が労働者本人にとって日常生活上必要な行為である

ことが必要であり、通常は他の者が行っている家族の介護をたまたま代わって行う

ケースまで対象とすること適当でないと考えられる。(初めて介護を行ったケースは、

介護をその後も反復継続して行うこと予定していたかどうかによって判断すること

とする。)。

O 介護については、およそ介護に該当するものであればよいと考えられ、個別具体

的な内容までは定めない。また、時間についても定めない。

なお、逸脱・中断の聞を除き、通勤災害の保護の対象となるのは、当該逸脱・中

断が「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事

由により行うための最小限度のものである場合J(労災保険法第7条第3項)である

ことから、介護についても、「やむを得ない事由により行うための最小限度のもの」

であることが必要である。

3 施行期日

平成20年 4月 1日



常時介護を必要とする状態に関する判断基準

「常時介護を辺、要とする状態j とは、次のいずれかに該当するものとする。

l 日常生活動作事項(第1衰の事項摘の歩行、軍将世、食事、入浴及び着脱衣の5項目をいう固)

のうち、.全部介助が1項目以上及び一部介助がZ境目以上あり、かっその状認が継続すると

認められるとと.

2 問題行動(第2表の行動欄の攻撃行為、富傷行為、火の扱い、俳畑、不穏興奮、不潔行為及

ぴ失禁の7項目をいう。)のうちいずれか1項目以上が重度又は中度1>::該当し、かっ、その状

態が継続すると認められること。

く第1表〉

う語ζ 1自分で可 2 一宮市介助 . . B全部介助

イ歩行 杖等を使用し、かっ、 付添いが手や肩を貸せば 歩行不可能

時間がかかっても盲分 歩ける

で歩ける

口語阿佐 -自分で昼夜とも便所 -介助があれほ箭易便器 常時おむつを使用して

でできる でできる いる

-自分で昼i士便所、夜 -夜間はおむつを使用し

は簡易便器を使るでで ている

きあ . 
ハ食事 スプ」シ等を使用すれ スプ}ン等を使用し、一 臥床のままで食A させ

ば自分で食事ができる 部介助すれぽ食事ができ なけれぽ食事ができな

る b、

エ入裕 白玉子で入浴でき、洗え -自分で入裕できるが、 -自分でできないので、|

ーる 洗うとぎだけ介助を奏す 会て介助しなければな

る らない

-浴槽の出入りに介助を -特殊浴槽を使ってい

要する る

-清主主を行っている

ホ着脱衣 自分で着脱できる 手を貸せぽ、若脱できる 自分でできないので金

て介助Lなけれほなら
. ない」

く第2表〉

竺伝子 萱度 中 度 軽 度

イ攻撃的行為 人に暴力をふるう 乱暴なふるまいを行う・ 攻撃的な置動ーをI!:l:く

ロ 自傷行為 自殺を図.Q 自分の体を傷つける 自分の衣服を裂く、磁

く
主

ハ火の並立い 火を常にもてあるぷ 火の不始末1戸時々 ある 火の不始末をすること

がある

一 帯単稲 屋外をあてもなく歩 家中をあてもなく歩き .時々 部屋内で・うろうろ

きまわる .まわる する

ホ不穏興奮 いつも奥審している しばしば奥蜜し騒ぎた ときには奥奮し騒ぎた

て石 てる

へ不潔行為 糞尿をもてあそぶ 場戒を構わず放尿、排 衣服等を汚す

伎をする

ト失禁 常に失禁する 時々失禁する 誘導すれほ自分でトイ

レlE行く
援「労働者挺害補償保般法由一部改正田施行及び労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給調関白一部を改正する
書令の施行について(基発第0331042'号)Jの別表
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O 労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第50号) (抄)

第七条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)

に関する保険給付

二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」とい

う。)に関する保険給付

三二次健康診断等給付

2 前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に演し、次に掲げる移動を、合理

的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くも

のとする。

住居と就業の場所との聞の往復

二厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省

令で定める要件に該当するものに限る。)

3 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる

移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の聞及びその後の同項各

号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中

断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得

ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断

の聞を除き、この限りでない。

O 労働者災害補償保険法施行規則(昭和 30年労働省令第22号) (抄)

(日常生活上必要な行為)

第八条 法第七条第三項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。

一 日用品の購入その他これに準ずる行為

二職業訓練、学校教育法第一条に規定する学校において行われる教育その他

これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受け

る行為

三選挙権の行使その他これに準ずる行為

四 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる

行為

五要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、

扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行わ'

れるものに限るn)

円。



恒三
労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令について

(二次健康診断等給付の見直し関係)

1 趣旨

労働安全衛生法に基づく定期健康診断等(以下「定期健康診断等」という。)

については、「高齢者の医療の確保に関する法律」において、医療保険者に特定

健康診査・特定保健指導を行なうことが義務づけられ、その参考とする「標準的

な健診・保健指導プログラム」がとりまとめられたことを踏まえ、作業関連疾患

である脳・心臓疾患に適切に対応するという観点から、定期健康診断等の検査項

目を見直す労働安全衛生規則等の改正が行われたところ。(平成 19年 7月6日

公布、平成20年4月 1日施行)

これに伴い、定期健康診断等の結果の一部を要件として給付を行う労働者災害

補償保険法に基づく二次健康診断等給付についても、所要の改正を行ったもので

ある。

2 改正内容

( 1 )二次健康診断等給付の対象者条件について

① 「血清総コレステロールの量の検査j に代えて、「低比重リポ蛋白コレス

テロール (LDLコレステロール)の量の検査」とする。

② rBMIの測定j を「腹囲の検査又はBMIの測定」に改めること。

(2 )二次健康診断の検査項目について

「血清総コレステローノレの量の検査Jに代えて、「低比重リポ蛋白コレステロ

ール (LDLコレステローノレ)の量の検査Jとする。

3 施行田

平成20年4月1日
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O 労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第50号) (抄)

第二十六条 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)

第六十六条第一項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第五項ただ

し書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診

断Jという。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾

患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令

で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項

目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結

果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる

ものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。

2 二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。

一脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除

く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(一年度に

つき一回に限る。以下この節において「二次健康診断」という。)

二 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るた

め、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに一

回に限る。次項において「特定保健指導j という。)

3 政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の

症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指

導を行わないものとする。

O 労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第 22号) (抄)

第十八条の十六 法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める検査は、次のとおりと

する。

- 血圧の測定

二低比重リポ蛋白コレステロール (LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コ

レステローノレ (HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査

三血糖検査

四 腹囲の検査又はBM1 (次の算式により算出した値をいう。)の測定 B M  

1=体重 (kg)-;-.身長 (m)の二乗

2 法第二十六条第二項第一号の厚生労働省令で定める検査は、次のとおりとする。

一 空腹時の低比重リポ蛋白コレステロール (LDLコレステローノレ)、高比重リ

ポ蛋白コレステローノレ (HDLコレステローノレ)及び血清トリグリセライドの量

の検査

ニ空腹時の血中グルコースの量の検査

三ヘモグロビンA-c検査(一次健康診断(法第二十六条第一項に規定する一

次健康診断をいう。以下同じ。)において当該検査を行った場合を除く。)

四 負荷心電図検査又は胸部超音波検査

五頚部超音波検査

六微量アルブミン尿検査(一次健康診断における尿中の蛋白の有無の検査におい

て疑陽性(土)又は弱陽性(+)の所見があると診断された場合に限る。)

E
U
 



資料II-3

労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症

に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令について

(介護補償給付及び介護給付の見直し関係)

1 趣旨

労働災害により介護を要する状態となった労働者については、労働者災害補償保険法

(昭和 22年法律第50号)の規定に基づき、介護に要した費用を介護(補償)給付と

して支給しているところである。今般、他制度の介護手当との均衡等を考慮して当該給

付額に係る最高限度額及び最低保障額の見直しを行ったものである。

また、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92

号。)に基づき支給する介護料においても上記と同様の見直しを行った。

2 改正の内容

(1)労働者災害補償保険法に基づく介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額に

ついて、以下のとおり変更した。

最高限度額 最低保障額

常時介護を要する者 104，960阿 (104，590円) 56，930円 (56，710円)

随時介護を要する者 52，480円 (52，300円) 28，470円 (28，360円)

(2)炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に基づく介護料の最高限度

額及び最低保障額について、以下のとおり変更した。

最高限度額 最低保障額

常時監視及び介助を要
104，960円 (104，590円) 56，930円 (56，710円)

する者

常時監視を要し、随時介
78， 720円 (78，440円) 42，700円 (42，530円)

助を要する者

常時監視を要するが、通
52，480円 (52，300円) 28，470円 (28，360円) I 

常は介助を要しない者

※(  )内は、従前の額

3 施行日

平成20年4月 1日
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O 労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第50号) (抄)

第十二条の八 第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付

とする。

一~六(略)

七介護補償給付

2~3 (略)

4 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、そ

の受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚

生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、

常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている問(次に掲げる聞を除く。)、

当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

一~= (略)

第十九条の二介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又

は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大庄が定める額とする。

第二十四条介護給付は、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が、その受

ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であって第十二条の八第

四項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、

かっ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている問(次に掲げる聞

を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

一~三(路)

2 第十九条の二の規定は、介護給付について準用する。

O 労働者災害補償保険法施行規則(昭和 30年労働省令第22号) (抄)

(介護補償給付の額)

第十八条の三の四 介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は

傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害Jという。)の程度が別

表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の楠各号のいずれかに該当する場合にあっ

ては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定め

る額とする。

ー その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規

定する場合を除く。)その月において介護に要する費用として支出された費用の額(そ

の額が十万四千九百六十円を超えるときは、十万四千九百六十円とする。)

二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であって介

護に要する費用として支出された費用の額が五万六千九百三十円に満たないとき又は

その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親
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族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 五万六千九百三十円(支

給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が主互主壬L
E二土Eに満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額とす

る。)

2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄

各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合

において、同項中「十万四千九百六十円」とあるのは「五万二千四百八十円」と、 「五

万六千九百三十円j とあるのは「二万八千四百七十円」と読み替えるものとする。

(介護給付の額)

第十八条の十四 第十八条の三の四の規定は、介護給付の額について準用する。この場合

において、同条第一項中「障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「障害年金又は

傷病年金」と読み替えるものとする。

O 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号) (抄)

附則

(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の一部改正)

第七条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十

二号)の一部を次のように改正する。

第八条を次のように改める。

第八条削除

(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 この法律の施行の日の前日において前条の規定による改正前の炭鉱災害によるー

酸化炭素中毒症に関する特別措置法第八条第一項の規定による介護料(以下「介護料」

という。)を受ける権利を有していた被災労働者については、同法第八条及び第十条の

規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、当該被災労

働者が第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第十二条の八第四項の介護補

償給付の支給を受けたときは、その時以降、当該被災労働者には、介護料を支給しない。

O 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律による改正前の炭鉱災害によるー酸化

炭素中毒症に関する特別措置法(昭和 42年法律第 92号) (抄)

(介護料の支給)

第八条 政府は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について労働者災害補償保険法の規定

による療養補償給付を受けている被災労働者であって、常時介護を必要とするものに対

し、厚生労働省令で定めるところにより、介護料を支給する。

2 介護料は、介護に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする。

。。



O 労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年労働省令第6号)

(抄)

第三条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労

働省令第二十八号)の一部を次のように改正する。

第七条を次のように改める。

第七条削除

附 則

(第三条の規定の施行に伴う経過措置)

第六条 第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置

法施行規則第七条の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年

法律第三十五号)の施行の日の前日において同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱

災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第八条第一項の規定による介護料を受

ける権利を有していた被災労働者に支給する同条の介護料については、なおその効力を

有する。

O 労働者災害補償保険法等の一部を改正する省令(平成8年労働省令第6号)第6条の

規定により、なおその効力を有することとされた炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関

する特別措置法施行規則IJ(昭和42年労働省令第 28号) (抄)

第七条 法第八条の介護料は、毎月一回支給するものとする。

2 (路)

3 第一項の介護料の金額は、介護の程度に応じ、一月につき五万六千九百三十円、盟互

L主主亘E又は二万八千四百七十円とする。

4 その月において介護に要する費用として支出された費用の金額が、前項の介護の程度

に応じ同項に規定する額を超える場合には、第一項の介護料の金額は、前項の規定にか

かわらず、当該支出された費用の額(その額が、同項の介護の程度に応じ、土互盟壬主

亘亙土E、七万八千七百二十円又は五万二千四百八十円を超えるときは、それぞれの場

合に応じ、十万四千九百六十円、七万八千七百二十円又は五万二千四百八十円)とする。

n
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補償課医療福祉担当補佐

説 明資料

資料E

(迅速・適正な事務処理等労災補償業務の運営にかかる

留意事項等について)



類型

I 誤送付

E 混入

皿連絡ミス

労災関係の事務処理における個人情報漏洩の類型別事例

事例 | 発生原因 再発防止策

請求書を請求人以外の事業主や医療機

文書を医療機関に郵送する際、誤って同一名称の別医療機関に郵送し|聞に郵送する際、不注意により宛名の記|書類を郵送する際には、送付先の宛名と送付する文
たもの。 I入を誤った上、送付の際に宛名と送付す|書内容について、複数の職員による照合・確認を必

lる文書内容についての照合・確認を行わ|ず行うことを徹底すること。
なかったことによる。

文書を送付する際、誤ってA宛の文書をBの住所を記載した封筒!こ、 BI不注意により宛名の記入を誤った上、郵 1ffill ~~ /F'¥ fW{1-

宛抑の文措書艶を…A
の文書がAIにこ対し郵送したものo たことによる。 I 口

主主誤議選謀説符ぶ鶏草間関緊急幹ltzr主謀;主う222L守f寸
したもの。

封書により文書の郵送を行う際には、重ねて保管さ
れていたり、近〈に置いであった文書等が封筒に混入
していないかについて、封織前に複数の職員による
確認・点検を行うこと。

目 白FAXを使用し個人情報の送受を行う場合にl立、番号l

A局職員が、同局にお いて対応中の行政訴訟事件の検討材料とするたの再確認を必ず行うといった取扱いを徹底する。ま
め、 B局に対し類似事件の判決文写しの送付を依頼した際、 B局職員IA局職員がA局のFAX番号を誤ってB局lた、番号が1桁異なるだけで誤送信が発生してしまう
に、 A局のFAX番号を誤って伝えたため、当該判決文が民閉会社に|職員に伝えたことによる。 IFAXによる個人情報の送受の危険性を職員に徹底i

誤って送信されたもの。した上で、その旨を注意喚起する掲示をFAX機器に
E ι行うこと。

E青求書をはじめとする労災請求に係る一件書類につ

労災献書が、機械入力前に紛失したもの(持ち出しの事実等ないこと|雑記孫殺鷲震竺25いて民各担当者が整理整頓の上、厳正に管理喉|

から、著執務室の中での紛失が考えられる。)0 る。 際説法写会封建ZZ芯立う;う点を常

ー ー l請求人の氏名等の照合の不備、決裁過|パソコンによる文書作成にあたっては、請求人の氏

町紛失圃その他 ldE22訪諜笠宮?と獄、説書iEf最己主立をそのまま用lrおける確認が不備であったことによ|諒が搾224話点在ほ書との照合悩l

1個人情報を記録した情報記録媒体:~~I個人情報が記載されている書類、文書、電子媒休
職員が、勤務終了後同僚と飲食を行い、その後、電車で帰宅途上、業 I~メモリー)等1::-:>い L は、自宅への持ち|は、原則として外部へ持ち出さないこととし、自宅へ
務関係情報等を入れたUSBメモリーを紛失したもの。 I帰りを禁止しているにもかかわらず、持|の持ち帰りについても原則禁止すること。 一一lち出したことによる。 ¥-".，-，，，，...-----..，."....-， ---- r一一

主主
国

ト~

L-ーー



審査請求件数

(1)審査請求件数、決定件数(年度別)

種別

前年度残件数

新規請求件数

併合等

①要処理件数

②処理件数
「一一一一

決定件数

棄

|資料ill-2 I 

L 

却

取下件数

181(I1.3弛)

32α.日目)

(2)脳心・精神障害関係審査請求件数及び決定件数(年度別)
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事件種類別処理状況

平成19年度

争 点
前年度

誇 求 併合等
要処理 決定件数 本年度

残件数 件数
取下

残件数
棄却取消却下 計

労 働 者 性 17 52 .64 65 32 3 。 35 4 26 

業 務 上 外 338 857 ム31 1.164 675 40 10 725 27 4121 

腰 痛 16 51 .64 63 41 4 D 45 。 181 

援 動 障 害 3 23 1 27 9 3 。 12 1 14 

上 肢 障 害 14 49 ム l 62 33 5 。 38 2 22 

じ ん 肺 27 77 ム3 101 72 7 。 79 21 

脳血管疾患及び虚血性心疾患
50 111 ム4 157 94 3 3 100 l 56 

(49) (106) (ム3) (152) (8η (3) (3) ω3) (1) (52)1 

精 神 障 害
111 242 ム6 347 188 4 3 195 6 ~~~J (28) (32) (3) (63) (32) (3) (1) (36) (1) (2ω 

石綿による肺がん 17 31 ム2 46 29 2 。 31 l 14 

石綿 による中皮腫 10 21 2 33 19 l 。 20 3 10 

その他の石綿による疾病 6 20 ム l 25 15 。 1 16 2 7 

そ の イ也 の 疾 病 49 123 .66 166 94 5 2 101 3 62 

上 記 以 列ト 35 109 ム7 137 81 6 1 88 7 42 

通 動 災 害 9 48 ム l 56 34 6 1 41 。 15 

給 イ寸 基 礎 日 額 11 23 。 34 11 5 。 16 4 14 

J台 ゆ の 時 期 25 65 .6 24 66 39 3 。 42 2 22 

再 発 21 60 82 49 3 。 52 4 26 

障 害 等 級 138 495 。 633 340 96 3 439 23 171 

JエZζL 河r羽.b- 権 等 l 9 。 10 5 。 。 5 。 5 

介護 (補償) 給付 。 1 。 。 。 D 。。 l 

支 *切b- 市リ 限 。 。 。 。 。 。 。 。。 。
そ の 他 40 172 ム 12 200 99 22 4 125 10 65 

f石綿による健康被害の救済に関す
32 13 。 45 36 4 D 40 3 2 る法律」に基づくもの

.g. 計 632 1，795 ム 71 2，356 1，320 182 18 1，520 77 759 

区 分 前年度末残 申 立 否 認 却下 棄却 取下 本年度末残

労働基準法第86条の規定による 。 。 。 。 。 。 。
審 査 又 l土 仲 裁

( ，~ゆ 一唱

l脳血管疾患及び虚血性心疾患J欄の()内は、 9号事件の内品

2. r精神障害J欄の()内は、自殺(未遂を含む)事件数の内数。



都道府県別処理状況

平成19年度

前年度新 規
併合等

要処理 決定件数 本年度
局

残件数請 求 件数
取下

残件数
棄却 取 消 却下 計

l北海道 30 101 ム5 126 93 8 2 103 5 18 
2 青 森 3 3 2 2 

3 岩 手 1 3 4 3 4 
4 宮 城 5 26 31 19 2 21 3 7 
5 秋 田 2 2 l l 1 

6 山 形 1 3 4 2 2 2 

7 福 島 3 4 B 3 l 4 1 3 
B茨 城 19 35 54 27 3 30 3 21 
9 栃 木 l B 9 4 2 6 3 
10群 馬 4 19 23 17 I 18 5 
11埼 玉 28 66 94 49 9 l 59 2 33 
12千 葉 9 44 3 153 23 6 29 4 20 
13東 五王 99 262 ム33 28 170 21 4 195 5 128 

14神奈川 30 96 ム2 124 66 14 l 81 12 31 
15新 主潟 4 27 ム4 27 16 16 11 
16富 山 7 ムl 6 5 1 6 
17石 }I[ l 8 9 5 5 3 l 

18福 井 l 5 6 4 4 2 

19山 梨 2 11 ム2 11 8 B l 2 

20長 野 5 6 11 10 10 1 
21岐 阜 I 23 24 17 l l 19 2 3 
22静 岡 8 36 ムl 43 25 6 31 l 11 
23愛 知 30 82 ム5 107 29 2 31 1 75 
24三 重 5 46 ム2 49 36 3 39 4 6 

25滋 賀 10 13 23 15 16 1 6 
26京 都 34 90 ム3 121 78 10 3 91 4 
27大 阪 104 240 344 163 28 2 193 7 144 
28兵 庫 33 91 ム4 120 70 10 80 2 38 
29奈 良 22 19 ム2 39 31 5 36 3 
30和歌山 4 34 38 23 2 l 26 12 
31鳥 取 2 2 1 l 

32島 根 3 4 7 5 l 6 l 

33岡 山 6 21 27 21 3 24 2 
34広 島 14 44 ム4 54 43 4 47 7 

35山 口 6 15 21 12 4 16 5 

36徳 島 2 20 22 11 2 13 8 
37香 } 11 4 15 ムl 18 8 2 l 11 7 

38愛 媛 13 28 41 28 2 30 2 9 
39高 先日 4 22 ムl 25 7 2 l 10 15 
40福 岡 32 65 97 51 5 56 3 38 

41佐 賀 8 19 27 14 15 3 9 
42長崎 19 29 ム3 45 36 3 39 6 
43熊 本 4 29 33 25 4 29 1 3 
44大 分 9 19 29 16 6 22 7 

45宮 崎 31 31 10 2 l 13 2 16 
46鹿児島 4 9 13 6 2 8 1 4 
47沖 縄 10 13 23 12 2 14 9 

-g-. 言十 632 1，795 ム71 2，356 1，320 182 18 1，520 77 759 



係争中の労災行政事件訴訟等の現状

平成20年3月31日現在

1 行政事控訴訟

(1)裁判所別 地裁係属

高 裁 係 属

最高裁係属

(2)事案別 脳・心臓疾患

精神障害

障害等級

そ の 他

(3 )脳・心臓疾患事案の内訳

地 裁 係 属

高 裁 係 属

最高裁係属

， 

(4 )精神障害事案の内訳

地 裁 係 属

高 裁 係 属

最高裁係属

2 国家賠償訴訟等

裁判所別 地 裁係 属

高 裁 係 属

最高裁係属

総件数 178件

うち 行政事件訴訟

うち 国家賠償訴訟等

138件

174件

4件

25イ牛 (うち 1審敗訴 6件)

11イ牛 (うち 2審敗訴 0件)

52イ牛 (全件数の 31 %) 

4lt牛(全件数の 24 %) 

25イ牛 (全件数の 12 %) 

56イ牛 (全件数の 33 %) 

41イ牛

8件 (うち 1審敗訴 l件)

3件(うち 2審敗訴 0件)

36イ牛

4千平 (うち 1審敗訴 2件)

11'牛 (うち 2審敗訴 0件)

3件

0件

1件

〉 • 



補償課医療福祉担当補佐

説明資料

資料IV

(労災診療費の重点審査及び長期療養者の適正給付対策

等について)



資料N-1

外科後処置実施要綱

l 趣旨

業務災害又は通勤災害による傷病が治ゆした者においては、義肢装着のた

めの断端部の再手術、醜状の軽減のための再手術等を必要とすることがある

ことにかんがみ、これらの者の社会復帰の促進を図るため、社会復帰促進等

事業として外科後処置を行うものとする。

2 対象者

外科後処置は、労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号。以下「労

災保険法」という。)による障害補償給付(労働者災害補償保険法の一部を

改正する法律(昭和 40年法律第 130号)第 3条の規定による改正前の労災保

険法の規定による障害補償費及び障害給付を含む。)又は障害給付(以下「障

害(補償)給付」という。)の支給決定を受けた者であって、外科後処置に

より障害(補償)給付の原因である障害によって喪失した労働能力を回復し、

又は醜状を軽減し得る見込みのあるものに対して行うものとする。

3 範囲

( 1 )外科後処置の.範囲は、次のとおりとする。

イ 診察

ロ 薬剤又は治療材料の支給

ハ処置、手術その他の治療

ー病院への収容

ホ看護

へ 筋電電動義手の装着訓練等

(2 )事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)

は、外科後処置を受けようとする者が労働能力を回復するため特に必要が

あると認めるときは、厚生労働省労働基準局長の指示を受けて、前記以外

の処置による医療の給付を承認することができる。

4 実施医療機関

(1)外科後処置に必要な医療の給付は、労災病院、総合せき損センタ)、医

療リハビリテーションセンター及び都道府県労働局長(以下「労働局長」

という。)が指定した医療機関において行うものとする。

(2 )外科後処置の実施医療機関の指定を受けようとする医療機関は、当該医

療機関の所在地を管轄する労働局長に文書で申請するものとする。この場

合において、当該申請書には、当該医療機関の概要を記載した書類、当該

医療機関の全体の平面図及び配置図、整形外科担当医師の医師免許証の写



し及びその略歴を記載した書面並びに理学療法士の略歴を記載した書面を

添付するものとする。

(3) (2) の申請を受けた労働局長は、当該申請に係る医療機関が外科後処

置の実施医療機関として適当であると認めたときは、当該医療機関と外科

後処置に係る委託契約を締結するものとする。

5 手続

( 1 )外科後処置を受けようとする者は、外科後処置申請書(様式第 1号)に

診査表(様式第 2号)を添付して、事業場の所在地を管轄する労働基準監

督署長を経由して、所轄局長に申請するものとする。

( 2 )所轄局長は、 ( 1 )の申請をした者が外科後処置の対象者であると認め

るときは、その者に、外科後処置承認書(様式第3号)を交付するものと

する。

(3) (2) の承認書の交付を受けた者は、外科後処置を受けようとするとき

は、当該承認書を外科後処置の実施医療機関に提出するものとする。

(4 )外科後処置の実施医療機関は、外科後処置に要した費用を請求しようと

するときは、外科後処置委託費請求書(様式第4号)により、外科後処置

の承認に係る都道府県労働局(以下「労働局」という。)の労働保険特別

会計の支出官(以下「支出官」という。)あて請求するものとする。

6 費用の算定方法

外科後処置に要する費用の額は、原則として、労災保険法の規定による療

養の給付に要する診療費の算定方法の例により算定した額とする。

ただし、上記 3のへに要する費用の額は、「義肢等補装具支給要綱の制定に

ついてJ(平成 18年 6月 1日付け基発第 0601001号)の別添「義肢等補装具

支給要綱」の 13の (3)により算定した額とする。

7 旅費の支給

(1)対象者

旅費は、外科後処置を受けるため旅行する者に支給する。

( 2)範囲

旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費に

より計算するものとし、その範囲は、次のとおりとする。

イ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

ロ 鉄道賃及び船賃については、普通旅客運賃を支給する。また、普通急

行列車を運行する線路による旅行で片道 50キロメートル以上のものに

ついては急行料金を支給し、特別急行列車を運行する線路による旅行で

片道 100キロメートノレ以上のものについては特別急行料金を支給する。

ハ 草賃は、 1キロメートノレにつき、 37円とする。



ニ 日当は、外科後処置を受けるため病院に入院した期間について支給す

るものとし、その額は、 1日につき 850円とする。

ホ 宿泊料は、地理的事情等により宿泊の必要が認められる場合に限り、

1夜につき 8，700円の範囲内におけるその実費額(飲酒、遊興費、その

他これらに類する費用を除手。)とする。

(3 )手続

旅費の支給を受けようとする者は、旅費支給申請書(様式第5号)によ

り、外科後処置の承認をした労働局の支出官あて請求するものとする。

8 社会復帰促進等事業原票

所轄局長は、被災労働者毎に外科後処置の実施状況を明らかにするため社

会復帰促進等事業原票(様式第 6号)を作成するものとする。

9 実施期日

本要綱は、平成 19年4月 1日から実施するものとする。

10 経過措置

本要綱の実施日以前に労働局長が締結した外科後処置に係る委託契約につ

いては、本要綱により締結された契約とみなすものとする。
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労災保開会 i資料N-3 ， 

義肢警補 毒素異支給 制度
.~開園田箪~.

鋼管講義手醐細端的いて
士士=士士ン

官醗究周支輸の国的

1上肢を手関節以上で失った方に対する筋電電動義手の適正な支給の研究(事案の

収集及び分析)に資するため、筋電電動議手を研究用に支給します。

・・・筋電電動義事とは・・・
筋電電動義手とは、切断されたよ肢の残存する筋肉から誘導される筋電信号を

制御信号として用い、手の握る機能を代替する電動の義手です。

{也の義手と比較した場合、一般に次の①から④などの特徴があります。

①動力により開閉し、璽いものをつかめること

②八一ネスケーブルが不要であり、上肢の束縛がないこと

③着脱が容易であること

④装飾性がよいζと

なお、一方で、次の①から④などのことがあります。

①装着訓練 (4週間程度)が不可欠であり、申請から支給までに回数を要する

こと

@装着訓練を行ったとしても支給で、ぎない場合があること

③能動機能は手指全体の開聞という単機能に撮られ、手薗の屈伸や左右に曲げ

る動きはできないこと

④誌較的重いこと

2実8留期間

平成20年4月1日から平成23年3月31日まで

厚生労働省、都道府県労働属 労働基準監督署1



資料N-，-4

一般傷病に係る適E給付対策に関する通達改正の方向(案)

O 背景

一般傷病に係る長期療養者が漸増傾向

一般傷病に係る長期療養者(じん肺除く。)では、特に骨折、関節の障害が多い。

O 問題点

近年の留意通達において、

①管内の状況の分析

②分析に基づく計画の策定

③署の計画の策定に際しての局の調整の実施

④適切な時期における症状調査の実施

等を指示

必ずしもよ記の事項が行われていない

O 改E後の通達で示す予定の手法

1 実施要領の策定

①基本方針

②局署の役割分担

③計画策定に関する留意事項(計画調整の手続等を含む。)

④分析に基づく適正給付対象者、計画対象者の選定と具体的な調査委領

2 計画の策定

↓ 

3 計画に基づく進行管理

①署における進行管理

②局における進行管理

O 参考

1 適正給付対象者の範囲は、従来とおり原員IJ療養開始後1年経過した者

(各局の事情により休業の有無、療養期間に着目し、異なる基準で選定しても差し

支えない。)

適正給付対象者とは、従来の適正給付管理対象者のこと

2 計画対象者とは、計画的・優先的に症状調査を行う者のこと

計画対象者には、療養開始後3年を経過した骨折・関節の障害の者を必ず選定する

ほか、管内の分析に基づき選定

3 長期療養者に係る療養経過の分析等の外部委託の実施

診療費(レセプト)審査点検業務の受託団体に対し、長期療養者に係るレセプトの

分析結果に委嘱専門医の所見書を付したものを行政側に報告させることを予定



補償課職業病認定対策室長補佐

説 明資料
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資料V-l
精神障害の業務起因性の判断のフローチャート

七百| 次の要件のいずれをも満たす精神障害は、業務上の疾病として取り扱う。

断(1) 対象疾病に該当する精神障害を発病していること。

(2) 対象疾病の発病前おおむね 6か月の問に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれ

要| のある業務による強い心理的負荷が認められること。

(3) 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められな

企| いこと。

( 

表

1 

」ーー

業務による心理的負荷の評価

(j) 「出来事j の心理的負荷の強度 事故や災害の体験、仕事の失敗、過重な責任の発生等

I E E (平均的な強度)

(2) 心理的負荷の強度の修正.出来事の内容、程度等

E E (当該事案の強度)

(3) 「出来事に伴う変化等J 仕事量(恒常的な長時間労働は考慮)・質・責任等の変他、支援等

心理的負荷

の評価

個体側要因

の評価

I 
ぼ闘 がEZ

相当程度過
l:理的がEで|

つ特に過重

T コ 特別な出来事等

① 生死に関わる事故への遭遇等心

総 合 評 価 理的負荷が極度のもの

~ιー

弱

~一

業務外

.-"'- ι一 ② 業務上の傷病により療養中の者

中 強 の極度の苦痛等病状急変等

汁一 I..-.r- ③極度の長時間労働

特段の業務以外の心理的負荷が 強度Eの出来事の心理的負荷が

ない 極端に大きい場合等

かつ 又は

特段の個体側要因がない 顕著な問題がある

1 
総合判断

l 

業 務 外

一 ………制]
[一一…一よh山一つ刊伺一て司叶正鴎常蜘悶…の幡認
力が著しく阻害されている状態で行われたもの



資料V-2

基労補発第0206001号

平成 20年 2月 6日

都道府県労働局

労働基準部長殿

厚生労働省労働基準局

労災補償部補償課長

上司の「いじめ」による精神障害等の業務上外の認定について

業務指導の範囲を逸脱した上司の「いじめ」による精神障害等については、

セクシュアノレハラスメントと同様に、特に社会的に見て非難されるような場合

は原則として評価すべきであるとの「精神障害等の労災認定に係る専門検討会」

の報告に基づき作成された平成 11年9月 14日付け基発第544号「心理的

負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針についてJ(以下「判断指針j

という。)により、心理的負荷の強度を総合的に評価しているところであるが、

今般、下記1のとおり、労働基準監督署長の不支給決定を取り消す判決等があ

ったところである。

判断指針における具体的出来事に対する心理的負荷の強度の評価において、

上司の「いじめj については、必ずしも統一的な取り扱いとなっていなかった

ことから、下記2のとおり取りまとめたので、今後の取扱いに適正を期されたい。

なお、いわゆる「パワーハラスメント」は定義として確立したものはないこ

とから、本通達においては、「精神障害等の労災認定に係る専門検討会報告書」

にいう「いじめj の取扱いを示したものであることに留意すること。

記

1 判決等の概要及び名古屋高裁判決と判断指針との整合性

(1)判決等の概要

ナ名古屋高裁判決(平成 19年 10月 31日)

原告の亡夫A(以下 rAJ という。)は、会社の主任(平成 11年 8

開 1



月昇進)として勤務していたものであるが、平成11年 11月に自殺した。

Aの主任への昇格は、担当業務は難易度が高く、量的にも内容的にも

過大であり、通常の「昇格」よりは相当程度心理的負荷が強く、また、

上司B (以下 rBJ という。)の感情的な叱責等は何ら合理的理由のな

い単なる厳しい指導の範ちゅうを超えた、いわゆるパワーハラスメント

とも評価されるものであり、相当程度心理的負荷の強い出来事と評価す

べきであり、業務とAのうつ病との聞には相当因果関係が認められる。

イ 東京地裁判決(平成 19年 10月15日)

原告の亡夫C (以下 rCJ という。)は、発症に先立つ平成 14年秋

ごろから、上司Dの悪感情を混じえた人格までも否定するような言動に

より、社会通念上、客観的にみて精神疾患を発症させる程度に過重な心

理的負荷を受けており、他に業務外の心理的負荷やCの個体側の脆弱性

も認められないことからすれば、 Cは、業務に内在し随伴する危険が現

実化したものとして、精神疾患を発症したと認めるのが相当である。

ワ 労働保険審査会裁決(平成 19年 10月 15日)

本件配置転換による、業務内容、業務量の変化が誇求人の亡子Eに与

えた影響は大きく、時間外労働時間の増加に加え、上司Fの叱責、指導

は毎日のように行われ、しかも来客のいる前においても容赦なく行って

いたことは、いわゆるパワーハラスメントを受けている状況であったこ

とから、業務に関連する出来事に伴う心理的負荷が有力な原因となって、

精神障害を発病したものである。

(2 )名古屋高裁判決の事実認定・評価を前提とした判断指針との整合性

上記判決等のうち、名古屋高裁判決は、①Aの主任昇格、②Bの叱責等

の行為、③Aの担当業務、を業務上の心理的負荷を与える出来事として並

列して認められるとしているが、@は①の主任昇格に伴ってAに生じた変

化として考慮すべきであり、出来事と評価できるのは、①Aの主任昇格、

②Bの叱責等の行為である。このうち、②Bの叱責等の行為を判断指針に

当てはめると次のとおりである。

ア 出来事の心理的負荷の評価

具体的出来事は、「上司とのトラブノレがあったJに該当し、その平均

的な心理的負荷の強度は rII Jである。本件トラブルを「いじめの内容・

程度等」の視点から判断すると、 BはA!こ対してのみ、 8月に「目障り

だから、そんなちゃらちゃらした物は着けるな。指輪は外せ。」等の発

言で、結婚指輪を外すように命じたととが認められる。これは、何ら合

-2 



理的理由のない単なる厳しい指導の範ちゅうを超えた、 Aの人格、人間

性を否定するような言動と評価されるものであり、相当程度の心理的負

荷を生じさせたと評価でき、心理的負荷の強度 rIIJを rmJに修玉す

ることが可能なものと判断される。

イ 出来事に伴う変化を評価する視点

(ア)結婚指輪の発言は 9月にもあり、また、 9月には「主任失格」、「お

まえなんか、いてもいなくても伺じだ。Jとの発言があり、大きな心

理的負荷となった。

(イ)会社からの支援は特に見当たらない。

(ワ) (ア)及び(イ)から、「相当程度過重」と評価できる。

ワ総合評価

「強」と判断できるものである。

2 上司の「いじめJの評価等

( 1)上司の「いじめ」の評価の方法

ア 「いじめ」の内容・程度が、業務指導の範囲を逸脱し、被災労働者の

人格や人間性を否定するような言動(以下「ひどいいじめ」という。)

と認められる場合は、心理的負荷の強度が rmJに該当するものである。

上司の「いじめJは、判断指針別表 1 r職場における心理的負荷評価

表J(以下「別表 1Jという。)の r( 1 )平均的な心理的負荷の強度」

の欄の具体的出来事のうち「上司とのトラブノレがあったJ(心理的負荷

の強度 rII J) に該当する出来事であり、客観的に fいじめ」と認めら

れるに至った時を出来事の発生時期とし、その内容・程度が「ひどいい

じめ」に該当する場合は、別表 1の r( 2 )心理的負荷の強度を修正す

る視点」により心理的負荷の強度を rmJに修正すること。

イ 別表 1の r( 3 )出来事に伴う変化等を検討する視点J(以下「出来

事に伴う変化等Jという。)の評価は、「いじめJの繰り返しの程度及

び会社の講じた支援の状況等により、「相当程度過重」又は「特に過重J

に該当するか否かを判断すること。

(2 )上司の「いじめJ以外に具体的出来事が認められる場合の取扱い

「し、じめJは継続して行われることが多いため、本判決のように、精神

障害の発病に関与したと認められる出来事が、「上司とのトヲブノレがあっ

たJ(心理的負荷の強度 rII J)以外にも認められる場合がある。この場

合には、他の複数の出来事が認められる場合と同様、それぞれの出来事に

-3 



よる心理的負荷を個々に評価した上で、心理的負荷の強度を総合的に評価

すること。また、心理的負荷の強度を総合的に評価するに当たっては、次

のア~ワに留意すること。

ア 「ひどいいじめ」は原則として心理的負荷の強度が rllIJに該当する

ことから、それ以外の出来事が認められたとしても、総合的評価として、

心理的負荷の強度は rllIJを超えるものではないこと。

イ 心理的負荷の強度が rIIJに該当する出来事が複数認められる場合に

は、心理的負荷の強度「皿」は「人生の中でまれに経験することもある

強い心理的負荷」に相当するものであるということを十分に理解したう

えで、地方労災医員協議会精神障害等専門部会における合議等によって

心理的負荷の強度を総合的に評価すること。

なお、次の点に留意すること。

① 心理的負荷の強度が rIIJに該当す?る出来事に心理的負荷の強度が

r 1 Jの出来事が加わったとしても、心理的負荷の強度 r1 Jは「日，

常的に経験する心理的負荷で一般的に問題とならない程度の心理的負

荷」であることから、総合的に評価をしても、一般的には心理的負荷

の強度 rIIJが変更されるものではないこと

② 心理的負荷の強度が rIIJに該当する出来事が複数ある場合で、あっ

ても、直ちに心理的負荷の強度を rllIJに変更することにはならない

こと

ウ 上記ア、イにより心理的負荷の強度を評価した後の「出来事に伴う変

化等j の評価については、出来事ごとに行うのではなく、後発の出来事

が発生した以後における先発及び後発の出来事後の状況を総合して判断

すること。

-4 -



出来事が複数認められる場合の考え方
資料V-3
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都道府県労働局労働基準部長殿

資料V-4

基労補発第0314001号

平成 19年 3月 14日

厚生労働省労働基準局

労災補償部補償課長

石綿による肺がん事案の事務処理について

石綿による疾病の認定基準については、平成18年 2月 9日付け基発第0209001

号「石綿による疾病の認定基準についてJ(以下「認定基準Jという。)により

示され、このうち、肺がんについては、認定基準記の第 2の2に掲げられている

とおり、石綿にばく露したことを示す医学的所見(胸膜プラーク、石綿小体又は

石綿繊維)が得られ、かっ、石綿ばく露作業への従事期聞が10年以上あることが

認定要件の 1つとされた。

認定基準では、石綿小体に関して、肺がんの発症リスクを 2倍に高める石綿ば

く露量として「乾燥肺重量 1g当たり 5000本以上」が示されているが、石綿ばく

露作業に 10年以上従事した場合にも、肺がん発症リスク 2倍と評価されている

ことから、この期間石綿ばく露作業に従事した労働者の肺内には、「乾燥肺重量

1 g当たり 5000本以上Jと同水準のばく露量が想定されるところである。

したがって、石綿小体に係る資料が提出され、乾燥肺重量 1g当たり 5000本を

下回る場合には、「乾燥肺重量 1g当たり 5000本以上Jと同水準のばく露とみる

ことができるかどうか、という観点から、作業内容、頻度、ばく露形態、石綿の

種類、肺組織の採取部位等を勘案し、総合的に判断することが必要である。

このため、「乾燥肺重量 1g当たり 5000本以上j の基準に照らして、石綿小体

数が明らかに少ない場合には、本省あて照会されたい。



石綿による疾病事案の事務処理

に関する質疑応答集

平成 18年 10月3日

臨時全国労災補償課長会議
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1-5 特別遺族給付金に係る肺がん事案で、診療録等の医証が全くない場合の取

扱いはどのようにすればよいか。(特別遺族)

(答)

肺がんについては、石綿以外の原因、特に喫煙との関係が大きい疾病であるこ

とから、石綿が原因であるというためには、石綿にぱく露したことを示す石綿肺

や胸膜プラークなどの医学的所見が必要である。

したがって、肺がん事案で、石綿肺所見(じん肺管理区分決定に係る情報を含
「

む。)がなく、また、医療機関に診療録等の医証が全くない場合は、石綿にばく

露したことを示す医学的所見の存在が確認できないことから、不支給決定を行う

ことになる。

なお、過去に同一事業場で、同一時期に同一作業に従事した同僚労働者が労災

認定されている場合や、相当高濃度の石綿ぱく露作業が認められる場合には、本

省あて相談されたい。

※ 1-6 特別遺族給付金に係る肺がん事案で、診療録等の医証はないものの、

同一事業場で、同一時期に同一作業に従事した同僚労働者が労災認定されて

いる場合には、本省に相談することとされているが、肺がんの認定事例があ

る場合のみ相談すればよいのか。また、構内下請けに認定事例がある場合は

どうか。(特別遺族)

(答)

特別遺族給付金に係る肺がん事案で、石綿肺所見(じん肺管理区分決定に係る

情報を含む。)がなく、また、医療機関に診療録等の医証が全くないために、石

綿にばく露したことを示す医学的所見の存在が確認できない場合でも、同一事業

場において石綿ばく露の状況が推定できる認定事例があるときには、これらの情

報を含め本省において判断することとしている。

この認定事例としては、肺がんに限らず、中皮腫、石綿肺等の事例がある場合

のほか、例えば、他の構内下請け(元請け)等に認定事例がある場合を含むもの

である。

-3 -



都道府県労働局労働基準部

労災補償課長殿
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事務連絡

平成 18年 10月3日

厚生労働省労働基準局労災補償部補償課

職業病認定対策室長

新しい疾病に係る本省協議及び補504による報告の徹底について

従来と異なる新しい疾病の労災請求が行われた場合には、本来、本省への協議・相

談等をした上で業務上外の判断が行われるべきものであるが、必ずしも本省への協

議・相談等が行われないまま業務上外の決定が行われている事例が散見される。

また、補504については、労働基準局報告例規に基づき、社会的に問題となって

いる事案等について報告することとしているところであるが、補504の(1)個別

事案に関する情報のロの(ニ)新しい疾病について、本来報告すべき事案であるにも

かかわらず、上記同様報告されていない状況が散見される。

ついては、これらの新しい疾病等に係る労災請求があった場合は、補504による

報告を行うとともに、必ず本省へ協議・相談されるよう徹底されたい。

なお、本報告は、有害性の明らかでない物理的因子、作業態様、化学物質等により

発症した疑いのある疾病、認定基準により判断しがたい疾病や過去の認定例とは異な

った部位に発症し若しくは異なった症状を呈する疾病を対象としているが、この他、

化学物質過敏症(シックハウス症候群)など、その発症機序が明らかにされていない

疾病についても報告を要するものであり、特に労働基準法施行規則別表第1の2に掲

げられている列挙疾病に該当しない疾病の情報が重要であることを申し添える。



労災保険業務室年金担当補佐
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也士二!

システム別進行管理等に活用できる出力リストについて

システム名 リスト名
配信・送達の

内容
場所と時期

傭養の給付及び短期共通)

5号等未処週事案リスト 署/月次 5号 (16号の 3)を入力してエフー

保留又は給付保留のまま入力年月日か

ら1ヶ月以上経過したデータの内容に

ついて出力する。

保留区分入力一覧表 署/月次 給付保留を入力して 1ヶ月以上経過

している被災者のデータについて出力

する。

一元管理台帳キーチェック 局・署/月次 労働保険番号、生年月日、傷青年月日

リスト のうち、 1項目のみ異なる短期給付キー

住年月日違いは同一被災者氏名のみ出

カ)について、また、生年月日及び被災者

短
氏名が同一で労働保険番号又は傷病年

月日が異なるデータについて出力する。
期

給 保険関係成立直後請求チェ 局・署/月次 保険関係成立年月日から 6ヶ月以内

付
ックロスト に発生した請求データについて出力す

る。

療養なし休業請求書等チェ 局・署/月次 休業請求した短期給付キーに対応す
:n; 

ックリスト る療養の給付請求書又は療養の費用誇
件国'" 求書(一般診蔚のデータの有無から、日
理 ストを出力する。

エノ 被災者JlI跡捜!iEAl事案リスト 局・署/月次 受付年月日から 6ヶ月を経過しでも

ス 卦合・不部右決定がされていなし事案に

T ついて槌縮担iJに出力する。

1 ム

t診療費・薬剤費)

診療費制最後請求リスト RIC/日次 レセプト上の転席事由が治ゆ・死亡と

なった療養期間末日以後の療養に係る

請求がある場合に出力する。

高断舜データチェックリスト RIC/日次 支払対象となった継続のレセプトデ

ータが支払済の療養期間末日から 3ケ

月以上値邑しているデータを出力する。

未処湛事案一覧表 RIC/ 支払期処理時にエフ一等により保留

支払期 となっているレセプトデータについて

出力する。

保留一覧表 RIC/ 局でのレセプト保留又は署の給付保

中間支払期 留となっているデータ出力する。



システム名 リス ト名
配信・送達の

内容
場所と時期

(診療費・薬剤費)

5号未登録レセプトチェyク RIC/ 今支払期で5号{16号の3)未登記ヱ

リスト 支払期 ラーとなっているレセプトデータを出

カする。

5号未登録レセプトチェック RIC/ 今支払期で5号(16号の3)未登記エ

リスト 支払期 ラーとなって 10支払期臨盈している

係訟住期数10支払期以上) レセプトデータを出力する。
、

治ゆ死亡登記後エフーレセプ 署/支払期 被災者基判官報の治ゆ・死亡年月日以

ト日スト 降の請求データとしてエラーとなった

ものを出力する。

治ゆ・死亡年月日未登記リス 局・署/月次 1台ゆ年月日又は死亡年月日が登記さ

ト れず、や憐(補償)給付を受給しており

短 各給付の最新支払日及び総期間末日が

期 いずれも処理日より 3ヶ月以上前のデ

給
ータを出力する。

付 。寮養の費用)

決議前未処足里事案リスト 署/月次 請求書の入カから 1ヶ月以上経過し

フE て決議書が未入力のデ、ータについて出

管 カする。

理 決議後未処忍事案リスト 署/四半期 決議書入力後、追絵、回収等の決議・

エ、ノ 支払符をしているデータについて出カ

ス する。

ア (休掲

ム 決議前未処忍草案リスト 署/月次 請求書の入力から 1ヶ月以上経過し

て決議書が未入力のデータについて出

カする。

決議後未処謹事案リスト 署/四半期 決議書入力後、追給、回収等の決議・

支払待をしているデータについて出力

する。

長期郵持リスト 署/年次 当該年度1月 1日現在で1年6ヶ月

以上の被災者データについて出力する。

暗正給付管理

適正給付管理カード 局・署/即時 6ヶ月以上の適正給付管理対象者に

ついて随時出力する。

適正給伴都連名簿 局・署/ 適正給付管理対象者について、条件別

日次・月次 に出力する。

。，』



システム名 リス ト!名
配信・送達の

内容
場所と時期

一時金支払日未登記リス 署/月初 支払日が取り消されたままになって

ト 支払期処理前 いる事案について、支払日の入カを指

示する旨を付してその内容を出カす

る。

一時金支お同盟リスト 署/月初 決議書入力年月日より 1ヶ月経過し

支払期処理前 ても、明・当・送要求の処濯が行われて

いないものについて出力する。

厚午等未調整・厚年等年額米 署/月初 厚生年金等が未調整及び厚生年金等

登記リスト 対ム期処理前 の年額の登記が行われていなし、データ

について出力する。

内払・充当未処足里リスト 署/月初 過誤払額が保留のままとなっており、

封繍処選前 内払・充当の処還方苛子われていなし、デー

タについて出力する。

年 支払事故未処理リスト 署/月初 支才ム事故が発生し、事故解消を入力し

支欄処還前 ていなし、データについて出力する。
金

債務者登録票未処理リスト 署/月初 債権が発生し、債務者登録票が未久力

. 支払期処選前 のデータについて出力する。

年金・一時金データ未入力D 署/月初 登記処還が未終了巴登記処建中)のデ

スト 支才期処週前 }タについて出力する。

年金・一時金データ登言D閥 署/月初
受付処還のみ終了し、登記処理方当?わ

時 理リスト 支払期処建前
れていなし、データについて出力する。

金 年金・一時金決議蚕宋入カリ 署/月初 決議書未入力データについて出カす

スト 文才繍処遅前 る。
エ、ノ 支払享故通知リスト 署/随時 支払事故の発生したものを出じりする。

ス 支払回収データリスト 署/月初 支払回収デ}タを出力する。

T 支払差止者リスト 局・署/封ム期 封ム茸上者を出力する。

ム 決議書司怒罷リスト 暑/封ム期及 支払期処濯で(決議書出力までの過程

びスライド率 を)破棄した決議書を出力する。

改定時

定期報告書来提出者リスト 署/定期報告 定期報告の提出のなかった者(定期報

提出期間前後 告書未提出者)を出力する。

覇防諜理事案合計件数表 局/月初 各署の未処理事案を項目別に出カす

(局J る。

被災者別未処週事案リスト 局・署/月次 受付年月日から 6ヶ月を経過しても

支給・不卦紙定がされていない事案に

ついて槌足者別に出力する。

厚年情報照合リスト 署/9月 社会保険庁が保有する厚生年金等の

受給権者儒Eと照合し、不一致となった

事案を出力する。

n
d
 



システム名 リス ト名
配信・送達の

内容
場 所 と 時 期

介
給付保留入力一覧表 署/月初 給付保留を行い、決議文は給付保留解

護
除がないまま、 1ヶ月以上たったデータ

( 
を出力する。

補
未処運事案リスト 署ン月初 決議書等の入力が未済のまま、決議書償

) 

等の出カから 1ヶ月以上たったデータ

給 を出力する。
イサ
ユ、ノ 介護・年金データ不一致リス 署/8月・12月 介護情報と年金情報を突合し、給付額
ス ト に影響を与えるような年金情報の変更
7咽

があったデータを出力する。
.b. 

(健康管理争関

有効期限切れ対象者リスト 局/月次 機械処想日(月末)の属する月の翌月

から数えて4ヶ月目の月中に有効期限

を迎える健康管理手帳について出力す

る。

争援受領・返納未確認宥一覧 局/月次 手帳交付日かち 1ヶ月以上経過した

アフターケア対象者のうち、「健康管理

事懐項目修正帳票」による争帳受領済の

登記がなされていなし培、手帳終了年月

日から 1カ月以上経過したアフタサ

ア対象者のうち、「健康管理手帳項目修

ア 正帳票jによる事院邸内済の登記がなさ

フ れていない者について出力する。

タ
手緩交付決議前未処理対象 局/月次 交付報告書等の入カから 1ヶ月以上 l

者ロスト 経過して決議書が未入力のデータにつ

いて出力する

ケ 手帳未更新対象者リスト 局/四半期 手帳の有効期間が経過しでも手帳の

ア 更新手続きを行わない者について出力

する。
工ノ

再発年月日未登記リスト 局/日次 手帳が交付さ払修Eが未決議状態で
ス ない場合に、再発年月日が健康管理事候

ア の有効期間内のデータについて出力す

ム
る。

(委託費)

未処窪事案一覧表 局/支払期 支払期処理時にエフ一等により保留

.となっているレセプトデータについて

出力する。

(通院費)

通院費決議前未処理事案リ 局/月次 請求書の入力から 1ヶ月以上経過し

スト て決議書が未入力のデータについて出

カする。

通院費決議後未処理事案リ 局/月次 決議書入力後、追給、回収等の決議・

スト 支払待をしているデータについて出カ

する。

ー4-



配信・送達の

システム名 リスト名 場所と時期 内容
/ 

二次健康診 二次健康診断等給付請求書 局/封ム期 決議後保留又は給付請求書のOCR入
3臨鴨事給付シ 未処理事案リスト カを行った結果、エラー保留に餌除した場

ステム 合、決議後保留又はエラー保留が解消され

ないまま入カ年月日から1か月以上越邑

したデータの悼を印書する。 I
二次健康診断樽奏用未処運 局/封ム期 支払期処建時にエフー、局保留、決議後!

事案一覧表 保留又は振込不能となっている未処週デ

ータを印書する。

E
U
 



厚年情報照合リスト

印書目:平成19年8月15日

*** 厚年情報照合リスト* *.* 

被災者生年月日
〈遠鏡}
受給者生年月日

敏災者氏名{カナ〕
〈遺族}
畏給者氏名

労盟年金番号/
基礎年金番号・年金
コード

01局01署

岡合結果
種別

郵僅番号・住所 TEL

060-0041 012-789-0123 
北講道
札幌市大通上3-3-3

調控開始
年月

6 H 5. 

厚年等年額

調住

厚年等
種別

事不支給

国間覆

ニ種

1 
1 

5. 
5 

521. 
521 

ロウサイ 11ロウ
ロウサイ事ロウ

013111111 不一致

N。

調ド

060-0041 
サッポロシオオドオリウエ3-3-3

H12. 4 
H15. 4 
H16. 4 
H16. 10 
H17. 4 
H18. 4 
H19. 4 

1.808.700 
1.792.400 
1.786.800 
1.786，600 
1，786，600 
1，781.400 
1，781.400 

新厚国
新厚国
新厚国
新厚国
新厚国
新厚国
新車国

1 
1 

5目

5， 

821. 
521 ロウサイタロウ

7777777777【 1350

年金・一時金システムの厚年等情報(労災デ一事)と、社会保険庁の厚年等受給権者
情報(社保デー初が、不一致の事案の概要を表示

口、

「種別年額誤り』
労災デー告と社保デ一世の厚生年金等の種別、年頼とも不一致

「種別誤り」
労災デ一世と社保デ-11の厚生年金等の年額は一致するが種別が不一致

『年額誤り」
労災デ-$1と社保デ-$1の厚生年金等の種別は一致するが年額が不一致

同
州
挙
活
IH--θ



被災者別未処理事案リスト

)()(両)()(宥

日魂在3月 31平成20年

、

曲帯甜，]>.，醤唖醐未処理期間三者虫付年周回傷摘年月日世災者生年月日労曲県晩番骨瞳!Jl.者 t柑求人}民名

16-07 

16-00 

10~月

9タ月

9日

平 成 19年 6月 12日

平成 19年 7月 25日

5月平成 19年B月29日

1 Jl .5日

平疏14年

平成 19年

昭和 46年 12月 16日

5月 10日昭和 12年

xxxxxxxxx 

XXXXXXXX~ 

xxx'xxxxxx 

XXXXXX'XXX 

xxx 

XXX  

XX~. xxx. 

XX X  

xxx 

16-00・12-008ヶ月昭和 53年 9月19日6月 15日大正 13年

10-00 

12-00.16-00 

7~月9日8月平成 19年6月22日平成 18年5月 14日昭和 25年xxx xxx 

6~月7目平成 19年 9月5月 13日平戚 18年6月 17日昭和 53年xxxxxxxxx X.X X xxx 

16-07 6ヶ月9月 12日平描 19年平属 17.年今月 17日8日9Jl 昭和 56年X~XXXXXXX 

XXXXXXXXX  

x x X. X~X 

16-07 

10-00 

6~月

6ヶ月

6~月

9 Jl 14日平成 19年

平底 19年 9Jl 14日

平成 19年 9月26日

平府 17年 10月26日

xxxxxxxxx 昭和 4S年 11Jl27a 平成 18'1' 3月

9日平成 19年 1月 22日

z日

昭和 55年 1日月 31日

岡和 38年 8月XXXXXXXXX' 

x x X 

XX X  

.x.x x 

X X x 

XXX  

XXX  

輔糊掌
d
H
I
-
-品
目

9件暑計
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年金?一時金データ登記未処理リスト

年金・一時金データ登記未処理リスト..本ホ**

管轄局審 Xページ平成x.x年xx月xx日x.x-xx 

r-ー一ーー司
受付年且日請求人氏名傷病年月日被災者生年月日労働保険番号暗求書等名被災者氏名データ受付番号番号

X 十X. X. x>cxx xx X. X XX. xx， X， X KXXXXXX~XXXXXX 障害繍世給付主給踊求書X10~X XXX X XXKXXXXXXぉxxk

×・Exxxx xxxドX.X. X. .X xx. XX. X. X XXXXXXXXXXXXXX 障害補慣給付主総請求書xxxx XXX 

xxxx xxx 

x x.xxxxxxxxxxxx 

00 
x ド'X. X， xxx=，ぜ xxX，' X xx. X.. X xx. xxxxxxxxxxxxxx 障害繍世給付耳給請求書

x XXXXXXXXXXXXX 

x 同'X，X. xxxx xx .xx. x. x XX. X. X xxxxxxxxxx九xxx
障害補償給付支給聴者書

xxxx xx'x x XXXXXXXXXXXXX 

×・，.xxxx xxx.lx x. x. X'， X xx. XX. X. x )(.xxX'x.)( xx xxxxx x 障害措置給付宜総請求書. xxxx xx;(" x XXXXXXXXx.xxxx 

×町X'X. X. xxxx XX XX. X. X XX. X， X xxxxxxxxxxxxxx 障害舗世給付宜給繭求書XXX.X XXX x XXXXXXXXXXXX~ 

x， x × xxxx XXXトX.X. x ..争<X_. ~X. >ぐ.XXXXX)(XXXXXXX拾
陽書繍憧給付支給荷来事与

xxxx XXX x xX，.x，XXXXXx.xxxx 

XX. ~. x 

L一一
x:>.<. x， x XX. X. X xxxxxxxxt< ~xxxx 障害繍憧給付支給商求書x. xxX'xxxxxxxxxo< xxx xx XX)(X; xxx 

*本事事.，散xj牛合計管轄局署 ~x-xx キ本場， .'キ

国
府
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詞

H
l
@



年金・一時金決議書未入力リスト

本.. 年金・ー時金決議書未入力リスト中*事

Xベージ平成xx年XX月xx日

労働保険番号 被災者生年月日
単組幽組品 並鑑幽凪

xx-xx 管絡局署

交付年月日請求人氏名傷病年月日寝室喜Z名
訂正被災者氏名
寄号

データ受付番号番号

xx. x. x xxxxxxxxxxxxxx x X.' X. X 
ふ込ー込~.l'..

(職権決議用〕変更決定
変更決定決議書

x X xxxx XXX x xxxxXXXXXXXXX 

× XX， X XXXXXXXXXXXXXX. XX. X. X 
ぷぷーぷ』ふ よら

(職権訣議用)受強権摘誠確認
変更決定決議書

(職権決議書〉変更決定
変更決定決議書

x x xxxx xxx x XXXXXXxXXXXX):{ 

xx. X. X xxxxxxxxxxxxxx X.X. X. X 
孟ぷー~ ぷ.

x x XXXX xxx x xxxxxxxxxxxXX 
<D 

障害補揖〉給付車更靖車書
変更決定決議曹

{職権決議用)受給権摘蹴確認 x><xxxxxxxxxxxx x X. X. X 
変罪決定決議書 ぷぷーぷ白..lS. よ』

XX xxxx xxx (職権決議用〕畳給権抽滅確認
変更決定決議書

適量(措置)年金算定基畦亜里屈
変更決定決議書

xx目 X. X XXXX xx XX. X. X xxxxxxxxxxxxxx x X， x x 
ぷ~四品 孟.

障害(楠慣)給付直直明車事
変更決定決議奇

x X' xxxx. xxx x xxxxxxXXXXXXX 

× xxxx xxx x X. X. XX， .X， X x xxxxxxxxxxxxxx x X. x 
孟ぷ-lS-ゐ 孟.

x x xxxx XXX x xxxxxxxxxxxxX 

x. x XX. x x xxxx XXX x xxxxxxxxXXXXX 

XX. X. X xxxxxxxxxxxxxx x X. x x 
ぷぷーぷーぷ. 斗

>:<: xxxxxxxxxXXXX 

X XX. X. xxx xx xx. X. X X. X :XXXXXXXXxxXXXX X X 
ぷ』ぷ目4 ふ

xx-xx 

x x XXXX xxx x xxxxxxxxxxxxX 

糊骨一・
4
H
l
H
l
@

. ，軍司脚判前*X件合計管轄局署*事司，ホ*



署別未処理事案合計件数表

*本*

平成xx年xx月支払期

事故発生支払期年河 事故入力年月

署別未処理事案・合計件数(労働局)本** 
込ぷ昌ぷぷ草
支払事故未処理

Xベージ

支払事故の種類年金証書番号 受給権者氏名

XXXXXXXXX x-xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 
データ受付番号一時金支払未処理 請求書等名支給決定年月日被災者氏名

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

受付入力年月日

xxxxx 
請求書等名

xxxxxxxxx 
受付年月日

xxxxxxxxx 
受付年月日

被災者氏名

xxxxxx 
データ受付番号

xxxxxxxxxxxxx 
データ受付番号

データ登記未処理

xxxxxxxxx 
決議嘗出力年月日

XXXXX 

被災者氏名決議書未入力 請求書等名

XXXXXXXXX xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
転帰事由

XXXXX 

受給権者氏名年金証書番号内払・充当未処理 転帰年月被災者氏名

x-xxx xxxxxxx XXXXXX xxxxxx XXXXXXXX 

転帰年月日時告権者氏名年金証書番号|失権差額・来支給年金未処理
4 

Cコ xxxxxxxxx 
請求書等名支払目取消年月日

xxxxxx 
被災者氏名

xxxxxxxx 
データ受付番号|一時金支払日未登記

債権発生支払期年月

xxxxx 
変更害事年月日

XXXXXXXXX xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
年金証書番号 受給権者氏名

xxxxxxxx 
l債務者登録票未入力

×一xxx
厚年等調整コード

xxxxxxxxx 
支給事由発生年月日

XXXXXX 

受給権者氏名年金証書番号厚年等未調軍基・年額未登記 厚年等種別

止×一xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 
データ受付番号 請求書等名受付年月日被災者氏名年金・一時金未入力

失権事由

xxxxxxxxx xxxxx 
失権年月日

xxxxxx 
失権者氏名

xxxxxxxxxxxxx 
年金証書番号l転給未処理

xxxxxxxxx x-xxx 
平成xx年XX日 xxページ

xxxxxx xxxxxxxx 
XX局

』払事故未処理 1
1
1
1』

浬処未金年給
×

支未額

理

一

差

処

一

権

未

X

失

醐

一

内払・充当未処理

× 

決議書未入力タ登記未処理

× 

厚年等未調整・年額未登記

× 

デ時金支払未処理

同
相
講
話
l
H
l
@

年金・一時金未入力

x × 

× 

債務者畳録慕未入力

× 

X 

時金支払日未登記

× 



資料.VI-lー⑥

t債務者登録票未入カリスト

準..本 債務者登録票未入力リスト . *率調酔

管轄局署 xx-xx 

平成xx年xx月xxgxxページ

'*債権が発生していますので、調査の上
債務者の住所・氏名等を入力してください。

年金証書番号 xxx'xxxxxx 

受給権者氏名 x~xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

変更等決定年月日 平成xx年xx月x，x日

畳権発生支払期 平成xx年xx月

1
 

1
 



国土二ご

文書報告事案について

5年より前に遡及する事案や基本権取消事案等が発生した場合には、発生した監督

署長から労働局長あて文書報告を行い、労働局において、内容を審査・確認した上で

労災保険業務室長あて報告することとしているところです。

また、報告する際の様式は、「文書報告書様式(1)、様式(2)、様式(3)Jによるこ

ととしていますが、記載内容に不備があったり記載漏れ等により、労災保険業務室に

おける機械処理等に支障をきたしていることから、「文書報告書様式(1)Jの作成にあ

たっては、以下の事項を明記し、事実関係の確認できる資料を添付して報告されるよ

うお願いします。

1 一般的な報告事案

(1) r項番4.報告事案の概要」欄に、次の内容について明記すること。

① 事案の概要を簡潔に明記すること。

誤った内容と訂正する正しい内容を明記すること。

② 事案が発覚した契機を明記すること。

く伊tl>

① 受給者等からの届出・申し出による。

② 定期報告書により判明ロ

③ 内部監査により指摘。

④ 本省監査によ玖指摘。

⑤ f叫(具体附記すること)

(2) r項番5.備考」欄に、次の内容について明記すること。

訂正することにより回収が生じる場合は、今後支払われる年金で回収(内払調

整)を行うのか、別途一括回収(納入告知により返納)を行うのか、受給者との

調整結果について明記すること。

(3) 調査経過等については、必要に応じ別途添付すること。

労災保険業務室で機械処理を行うにあたり、事案の概要が確認できる資料とし

て、調査復命書の写し、裁判の判決文の写し等を必要に応じて添付すること。

なお、提出された資料に不備があると判断した場合、別途労働局へ指示をする

ので、必要に応じて資料の再提出をすること。

の
41

 



2 特殊な報告事案

事案のうち、「不正受給にかかるもの、職員の誤処理(審査誤り、入力誤り等)J

にかかるものについては、労働局において以下の内容について別途整理のうえ、監

管署が作成した文書報告書と併せて報告すること。

なお、報告内容に不備があると判断した場合、別途労働局へ指示をするので、必

要に応じて再報告を行うこと。

(1) 受給者情報

⑦ 年金証書番号

② 受給者氏名

③受給者生年月日

④ 被災者氏名

(2) 経緯(概要)

①発覚した契機

②調査経過及び結果

(3) 対応方針(局としての判断)

① 処理方針

②過払いが発生している場合の調整方法

(4) 再発防止策

① 署における再発防止策

② 局における再発防止策

一13-



資料VI-3

妻主主ヌドこ本書量耳叉宇肖必壬王室カ宝必王、芸宴rce毒事雰喜子一要主事受

(平成15年 10月現在)

訂正等を行う項目 基 本 権 取 消 処 理 が 必 要 な 事 実

1 処 理 区 分' -支給を不支給に、不支給を支給にするもの

-一時金を年金に、年金を一時金にするもの

2 管 轄 局 署 -すべての場合

3 労働保険番号 -同一受給権者に対する他給付がすでに正しい番号で決

定されている場合の訂正

4 被災者生年月日 -計算年齢が変化する訂正 (8月 1日をまたぐ訂正)

5 傷病年月 日 -日以外の訂正

6 受付年月 日 -訂正の結果時効となるもの

7 支給事出発生年月日 -日以外の訂正

8 前払選択支給日数 -年金支払後又は前払一時金の明当送要求後の訂正

ニ者コー ド

9 =者損賠受領額 -前給付に係る訂正

三者損賠受領年月日

10 資 格者校番号 -受給権者の枝番号の訂正(遺族補償年金)

11 資格者生年月日 -受給権者に係る生年月日のうち日以外の訂正(遺族補

償年金)

(注)ここに掲げる項目以外でも、基本権取消を要する場合もあること。

-14-
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5号等未処理事案リストの印書例

管轄局署00-00

|毎月第2関庁日の午前中に配信!

* * * 5 号等未処理事案リスト* * * 

処理日 平成20年5月2日 1ページ

NO 労働保険(年証)番号 生年月日傷病年月日被災者氏名
性業|保処理ム支給不支給 f三特特 5号入力
別通 l留 l受付年月日 l区分i決定年月日再発年月日者疾加年月日 |エト番号

1 01101123123001 

2 01101999999 

5580109 190222 ロウサイ タロウ 1 1 190302 I 01 I 190302 19年3月5日 E0103 

5620522 190303 ロウサイ ハナコ 3 1 I 3 I 190322 19年3月26日

給付保留となっている事
案については、給付保留の
設定状況を表示。
1 全レセプト保留
3 全給付保留

T 
エラー保留となっている事案

で、エラー保留となった入力時
の処理区分を表示。
01 支給
11 適用外で不支給
12業通外で不支給
20再発以降不支給

エラー保留となっている事案につ
いては、エラ一番号を表示。
エラ一番号の内容は、労災保険業

務機械処理事務手百I(短期給付一
元管理システム)平成13年3月を参
照。ノ

合計件数 2件

楠
町
挙
百
l
H



〆

ノ

|毎月第2関庁自の午前中に配信l
保留区分入力一覧表の印書例

ヰ〈* * 表覧カ入分区留保本* ヰ

管轄局署00-00 1ページ平成20年5月2日処理日

保留5号決議5号休業費用診療保留入力年月日

19年2月28日

保留

タロウ

被災者氏名

ロワサイ

傷病年月日

19年2月22日

生年月日労働保険(年証)番号NO  

* 
本* 3 昭和30年明日日1 11102777777007 

本本19年3月27日1 ハナコロクサイ19年3月16日昭和56年7月24日2 11102246246002 

決議済の5号又は1
6号の3が登記されて
いる場合は、 r* Jを表
刀言。

5号または16号の
3で給付保留として
いる事案にはr* Jを
表示。

一元管理台帳
で管理している
データが存在す
る場合、該当す
る給付にr* Jを
表示。

¥ 

給付保留となっている事
案については、給付保留の
設定状況を表示。
1 全レセプト保留
3 全給付保留

1件
1件
2件

保 留 1
保留 3
合計件数

情
州
挙
高
l
N



|毎月第2開庁日の午前中に配信lの印書例(療養の費用)決議前未処理事案リスト

決議前未処理事案リスト療養の費用 1ページ平成20年5月2日* * * * * * 
以前のもの

未処理となっている原因ごとにリストを作成。
「決議待ちJ:決議書が未入力のもの
「修正待ちJ:決議書を入力した際に、エラー保留となっているもの
f審査中J:審査コード1(局審査)が入力されているもの

19. 03. 31 対象(修正待ち)局署00-00

決議書
出力日

請求書

入力日
受付日受付N~傷病年月日生年月日労働保険番号

(年金証書番号) 不支給No.エラ-No指定指名No労働者の氏名No. 

E3001 190305 190302 067010883 190222 5580109 13101123123001 子ロウロウサイl 

E3007 13999919 

入力した請求書データがエ
ラ一保留となっているものは「エ
ラーNO.Jに該当するエラ一番号
を表示。
また、入力した請求書データ

が不支給のメッセージに該当す
るものは「不支給NO.Jに該当す
る不支給メッセージ番号を表
可て。

請求書の入力年月日が
リストの対象年月以前の
ものについて表示。

190326 190322 067011455 190303 5620522 13101246246002 ハナコロウサイ2 

同
州
挙
百

ω

2件合計件数



決議後未処理事案リスト(療養の費用、支払待データ)の印書例

ヲ骨貴女大女療養の費用 決議後未処理事案リスト 女女女女女

(支払待データ)

管轄局署 00-00 平成20年4月2日

次のデータは明・当・送要求票の入力を待っています。

型二~

(19年2月28日以前決議書入力のもの) ( 1月、4月、7月、 10月

被災者氏名

労働保険番号

生年月日

傷病年月日

年金証書番号

データ受付番号

決議書出力回数

保険給付額

支払方法

指定氏名番号

ロワサイ タロウ

13101111111001 

5620522 

190303 

067011455 

01 

279，650 

振込払

の第2開庁日の午前中
に配信。



|毎月第1開庁日の午前中に配信|

、¥A

被災者別未処理事案リストの印書例

00局00署

備考請求書種類三者 I未処理期情受付年月日傷病年月日生年月日労働保険番号
(年金証書番号)

被災者氏名

'*8 

. 7 (1)一1
・*日

8 

7 (1)-1 
7 (2) 

5 

5 
7(2) 

*8 

9ヶ月

9ヶ月

平成18年7月6日

平成18年7月11日

平成18年6月5日

平成14年6月l日

昭和23年3月22日

昭和52年10月27日

42101040082-000 

42101050203-000 

イチp-

タロウ

ロりすイ

ロウサイ

. 16-5 (1)-4 *16-3 8ヶ月自賠平成17年7月l日昭和50年3月19日42101027054-000 ハナコロウサイ

被災者ごとに受け付けている請求書の様
式番号を表示。同じ請求書について、複数
受け付けている場合は、受け付けている請
求書の枚数分、請求書の様式番号を表示。
請求書の受付年月日が最古のものについ

て、請求書の様式番号の前に「ネ」を表示。

受付年月日には、受け
付けている請求書のう
ち、最古の受付年月日を
表示。
未処理期間には受付年

月日からの期間を表示
し、未処理期間の長いも
のから表示。

哨
州
制
十

g
l
α

3件
47件

署計
局計



労働保険徴収課業務担当補佐

説明 資料

資料VlH



適用徴収業務の刻率的な運営について

労働基準局労働保険徴収課



一←帽労働保険

一冊一労災保険

一会一雇用保険

73 

適用事業数
(単位:干事業)

3，200 

第1表労働保険の適用状況の推移(昭和.49年度~平成19年度)
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第 2表労働保険適用状況総括表

区 分 1 8年度末 1 9年度末 1 8年度末~
1 9年度末増減

一元適用事業 1，942，560 1，947，412 4，852 

労 個別 1，213，270 1，223，887 10，617 

委託 729，290 723，525 -5，765 

災
二元適用事業 700，010 695，195 -4，815 

個別 210，536 
保

207，564 ー2，972

委託 442，198 443，450 1，252 

険 有期 47，276 44，181 -3，095 

計 2，642，570 2，642，607 37 

一元適用事業 1，654，940 1，653，656 ー1，284

雇
個別 1，078，048 1，080，853 2，805 

用
委託 576，892 572，803 -4，089 

ニ元適用事業 333，273 329，930 -3，343 

保
個別 166，318 162，769 -3，549 

険
委託 166，955 167，161 206 

言十 1，988，213 1，983，586 -4，627 

労働保険適用事業数 2，975，843 2，972，537 -3，306 

2 



第3表都道府県別労働保険適用状況

(平成 19年度末現在)

適 用 事 業 場 数

委 託 率
個 J.:IJ うち有期 委 託 dロh 計 (委託÷合計)

北海道 86，170 2，656 83，133 169，303 49.1略

2 青 森 22，103 719 15，418 37，521 41.1弛

3 岩 手 16，503 383 15，632 32，135 48.6也

4 宮 城 29，805 722 19，262 49，067 39.3唱

5 秋 回 18，503 930 11，141 29，644 37.6% 

6 山 形 17，079 262 13，750 30，829 44.6目

7 福 島 23，412 674 23，390 46，802 50.0略

B 茨 城 27，998 925 25，617 53，615 47.8也

9 栃 木 21，446 511 19，565 41，011 47.7弛

10 群 馬 21，869 462 23，626 45，495 51.9出

11 }奇 玉 50，744 1，341 51，760 102，504 50.5也

12 干 葉 47，882 1，692 39，124 87，006 45..0弘

13 東 京 228，601 6，221 176，963 405，564 43.6国

14神奈川 82，809 2，870 58，603 141，412 41.4'略

15 新 潟 28，655 1，106 39，182 67，837 57.8% 

16 富 山 15，124 442 16，217 31，341 51.7略

17石 111 16，540 352 16，759 33，299 50.3国

18 t冨 井 13，256 398 11，882 25，138 47.3'同

19 山 梨 10，931 197 9，067 19，998 45.3略

20 長 野 24，693 730 34，570 59，263 58.3也

21 岐 車 24，247 518 28，415 52，662 54.0也

22 静 岡 48，554 1，263 50，332 . 98，886 50.9也

23 愛 知 91，194 2，414 59，792 150，986 39.6% 

24 三 重 ー 20，638 687 21，988 42，626 51.6国

25 滋 賀 14，696 509 16，484 31，180 52.9国

26 京 者自 37，196 890 23，482 60，678 38.7也

21 大 阪 138，046 2，635 82，364 220，410 37.4% 

28 兵 庫 66，571 1，582 40，591 107，162 37.9弛

29 奈 良 14，294 436 12，894 27，188 47.41地

30和歌 山 13，683 486 15，592 29，275 53.3% 

31 鳥 取 8，138 194 7，363 15，501 47.5略

32 島 4艮 11，354 368 10，542 21，896 48.1覧

33 悶 山 25，582 550 23，105 48，687 47.5唱

34広 島 38，991 1，034 33，869 72，860 46.5略

35 山 口 18，365 545 18，776 37，141 50.6略

36 徳 島 11，676 284 9，892 21，568 45.9% 

37 香 JII 12，158 207 13，331 25，489 52.3覧

38 愛 媛 20，179 603 17，962 38，141 47.1且

39 高 知 12，256 344 8，555 20，811 41.1也

40 ~冨 同 69，695 1，673 45，471 115，166 39.5也

41 佐 賀 11，876 343 8，019 19，895 40.3略

42 長 崎 21，772 482 12，168 33，940 35.9略

43 熊 本 25，230 552 16，673 41，903 39.8也

44 大 分 17，336 384 12，778 30，114 42.4% 

45 宮 崎 16，227 351 13，159 29，386 44.8% 

46鹿児島 27，309 516 14，030 41，339 33.9見

47 中 縄 17，015 738 11，848 28，863 41.日目
4ロ会加 計 1，638，401 44，181 1，334，136 2，972，537 44.9目

3 



第4表 都道府県別労災圃雇用保険適用状況

(平成 1目年度末現在)

労災保険適用事業数 雇用保険適用事業数

個別 うち有期 委託 合計 個別 委託 合計

北 海道 72，687 2，656 66，332 139，019 62，174 37，458 99，632 
2 青 森 18，971 719 11，214 30，185 16，209 9，239 25，448 
3 岩 手 14，591 383 12，305 26，896 12，154 10，284 22，438 

4 宮 城 26，273 722 16，643 42，916 22，496 10，081 32，577 
5 宇』 回 15，740 930 8，556 24，296 12，642 6，557 19，199 
日 山 育長 15，089 262 11，418 26，507 12，615 7，979 20，594 
7 福 島 20，886 674 19，891 40，777 17，424 12，896 30，320 
8 茨 城 25，263 925 22，107 47，370 20，426 15，708 36，134 
9 栃 木 19，298 511 17，243 36，541 15，960 10，813 26，773 
10 群 馬 19，921 462 20，917 40，838 15，623 12，709 28 ， 33~ 

11 埼 玉 46，272 1，341 47，107 93，379 39，436 25，442 64，878 
12 干 葉 42，843 1，692 34，998 77，841 33，980 19，698 53，678 
13 東 京 216，990 6，221 164，615 381，605 195，855 111，968 307，823 
14 神 奈 HI 74，243 2，870 52，904 127，147 65，471 26，382 91，853 
15 新 潟 25，322 1，106 32，278 57，600 20，431 22，535 42，96{1 
16 富 山 13，406 442 13，449 26，855 10，577 9，143 19，720 
17 右 HI 15，016 352 14，273 29，289 11，363 9，866 21，229 
18 福 井 11，519 398 10，177 21，696 9，253 7，103 16，356 
19 山 梨 9，469 197 7，827 17，296 8，247 5，078 13，325 
20 長 野 22，257 730 28，831 51，088 17，947 20，884 38，831 
21 岐 阜 21，907 518 24，522 46，429 18，846 16，027 34，873 
22 静 岡 44，629 1，263 44，048 88，677 34，258 25，785 60，043 
23 愛 知 83，'300 2，414 52，100 136，000 日7，894 32，650 100，544 
24 三 重 18，854 687 19，435 38，289 14，401 10，866 25，267 
25 滋 賀 13，383 509 14，159 27，542 10，357 9，304 19，661 

26 京 都 34，110 890 20，823 54，933 29，415 12，568 41，983 
27 大 阪 126，613 2，635 75，903 202，516 108，071 50，786 158，857 
28 兵 庫 60，213 1，582 37，060 97，273 51，028 21，939 72，967 

29 奈 良 12，400 436 11，472 23，872 10，089 6，274 16，363 

30 和 歌 山 12，368 486 13，997 26，365 9，232 6，822 16，054 

31 鳥 取 7，141 194 6，252 13，393 5，930 4，589 10，519 

32 島 1A 9，945 368 8，909 18，854 8，194 5，986 14，180 
33 岡 山 22，567 550 20，129 42，696 19，277 11，788 31，065 

34 広 島 35，176 1，034 29，456 64，632 29，583 18，642 48，225 
35 山 口 16，283 545 16，122 32，405 13，468 9，753 23，221 

36 徳 島 9，903 284 8，578 18，481 9，132 4，952 14，084 

37 香 JII 10，997 207 11，491 22，488 9，450 8，609 18，059 
38 愛 媛 17，940 603 15，629 33，569 15，359 9，469 24，828 

39 高 知 10，596 344 7，555 18，151 9，196 4，775 13，971 

40 *冨 向 62，491 1，673 39，994 102，485 51，558 23，787 75，345 

41 佐 賀 10，281 343 6，992 17，273 9，030 4，728 13，758 

42 長 崎 19，094 482 10，649 29，743 16，179 7，070 23，249 

43 熊 本 21，893 552 14，809 36，702 18，697 9，367 28，064 

44 大 分 14，883 384 11，023 25，906 12，136 7，676 19，812 

45 宮 崎 13，952 351 10，958 24，910 11，722 7，946 19，668 

46 鹿 児 島 23，253 516 11，899 35，152 18，664 8，905 27，569 

47 沖 縄 14，804 738 9，926 24，730 12，173 7，078 19，251 

合計 1，475，632 44，181 1，166，975 2，642，607 1，223，999 751，460 1，983，586 

年



区分

p 

f 

第5表 都道府県別労働保険料徴収決定及び収納状況

106，954，291，416 
89，566，984，948 

963，829，119，204 
183，374，809;810 

30，160，693，563 
27，978，157，920 
19，443，929，248 
16，485，377，844 

2 



第6表 労働保険料収納未済歳入額及び収納率
(単位:千円)

区 分
平成16年度 平成17年度 平成18年度

収納未済歳入額対前年比収納率 収納未済歳入額対前年比収納半 収納未済歳入額対前年比収納率

01 北海道 1，479，836 100.29 98. 73 1，400，932 94.66 98. 79 1，444，241 103.09 98. 77 

02 青森 1，625，151 105.99 93.66 1，747，148 107.50 93.52 1， 772， 763 101. 46 93.27 

03 岩手 616，597 88.33 97.67 551，002 89.36 97.93 633，469 114.96 97. 71 

04 教宮 城 2，155，996 100.29 95.44 2，351，581 109.07 95.86 2，569，498 109.26 95.60 

05 回 779.681 108.66 96.51 854.371 109.57 96.44 847. 140 99.15 95.94 

06 山形 715，223 95.26 97.11 667，085 93.26 97.29 684，992 102.68 97.42 

07 福島 1，436，697 94.98 96.53 1，487，944 103.56 96.66 1，384，942 93.07 96.86 

08 茨城 1，726，826 101. 08 97.20 1，825，481 105. 71 97.39 1，746，815 95.69 97.62 

09 栃 木 1，376，553 90.82 96.66 1，405，342 102.09 97. 19 1，521，506 108.26 97.13 

10 群 馬 1. 136.306 79.83 97.08 1. 226. 956 107.97 97.47 1. 258， 257 102.55 97.49 

11 埼玉 4，654，942 87.08 95.33 4，548，404 97.71 95.98 4，606，814 101. 28 96. 14 

12 千葉 4，102，596 103.01 95.56 4，097，159 99.86 95.92 4，085，071 99. 70 95.87 

13 東京 14，719，940 90.87 98.27 12，447，589 84.56 98.67 11，844，046 95. 15 98.81 

14 新神奈川潟 5，123，374 97.22 97.11 5，224，551 101. 97 97.35 5，289，198 101. 23 97.36 

15 858.065 92.59 98.44 815.749 95.06 98.60 849.083 104.08 98.54 

16 富山 372，639 94.99 98.80 355，460 95.38 98.94 380，459 107.03 98.90 

17 石川l 544，112 92.23 98.02 449，853 82.67 98.50 ，407，802 90.65 98.59 

18 福井 175，434 109.74 99. 10 198，811 113.32 99.09 237，969 119.69 98.89 

19 山 梨 384，454 112.25 97.81 342，151 88.99 98.06 352，284 102.96 98. 13 

20 長野 1. 171. 036 105. 13 97.76 1. 235. 996 105.54 97. 72 1. 342.868 108.64 97.641 

21 岐阜 862， 182 g6.24 98.06 762，721 88.46 98.36 770，325 100.99 

22 静岡 1，491，815 95.08 98.47 1，323，316 88. 70 98.68 1，288，656 97.38 98. 71 

23 愛知 3，953，332 94.59 98.29 3，318，801 83.94 98.64 3;292，292 99.20 98.74 

24 三 重 1，049，551 106.92 97.50 1，075，620 102.48 97.63 1，089，645 101. 30 97‘58 

25 滋賀 696.913 78.25 97. 30 637.958 91. 54 97.87 584.825 91. 67 98. 19 

26 京都 1，676，408 85.96 96.95 1，480，781 88.33 97.64 1，421，314 95.98 97. 75 

27 大阪 7，342，272 86.39 97.47 6，721，476 1") 91. 54 97.97 6，493，354 96.60 98.04 

28 兵庫 3，165，757 102.22 97.17 え074，105 97司 10 97.42 2，731，960 88.87 97.57 

29 奈良 502，455 93. 70 97.20 500， 158 99.54 97.50 542，230 108.41 97.17 

30 和歌山 593.529 86.58 96.29 494.455 83.30 96.90 499.528 101. 02 97.28 

31 鳥 取 348，684 109. 50 97.28 272，167 78.05 97.26 273，352 100.43 97.58 

32 島根 263，033 94.32 98.33 234，571 89.17 98.55 224，540 95. 72 98.54 

33 岡 山 1，129，007 103.38 97. 54 1，099，554 97.39 97.62 1，144，565 104.09 97.67 

34 広島 2，185，732 107.48 97.25 2，257，440 103.28 97.24 2，368，522 104.92 97.20 

35 山 ロ 698.979 101. 66 97. 79 712.599 101. 94 97.95 706.221 99. 10 97.96 

36 徳島 448，697 97.38 97.29 452，962 • 100.95 97.33 482，213 106.45 97.21 

37 香川 508，912 87.41 98.00 436，380 85.74 98.43 435，965 99.90 98.39 

38 愛 媛 1，063，410 106.40 96.50 1，111，199 104.49 96.74 1，087，809 97.89 96.67 

39 高 知 439，745 96.43 96.92 454，814 103.42 97.00 470，818 103.51 96.84 

40 福 岡 3. 704. 184 99.88 96.89 3.728.984 100‘66 97.10 3.727.500 99.96 97.12 

41 佐賀 479，585 95.07 96.99 423，548 88.31 97.22 478，822 113.05 97.20 

42 長崎 576，232 91. 61 97.65 642， 164 111. 44 97.64 703，367 109.53 97.21 

43 熊 本 1，061，353 93.37 96.57 1， 163，028 109.57 96.61 1，245， 141 107.06 96.41 

44 大 分 867，349 100.64 95.97 904， 796 104.31 96.17 929，198 102.69 96.27 

45 宮 崎 735.349 102.54 96.34 779.902 106. 05 96.24 784.449 100.58 96.24 

46 鹿児島 989，417 97.38 96.79 1，004，386 101. 51 96.89 1，105，605 110.07 96.67 

47 沖 縄 659. 121 87.22 96.49 679.550 103.09 96.93 729.051 107.28 96.67 

合計 82，648，462 94.64 97.54 TIL911L.oOO 95.56 L9].86 78，870，485 99.86 97.91 



第7表 労働保険料算定基礎調査実施状況
(金額については単位千円)

労働保険料算定基礎調査実施事業場数 11 平成18年度

区分 1-_ . 1_.. .. 1_.. ...--=. -.:"，.， 11 
平成16年度l 平成17年度l 平成18年度L.ç~.l?年度1. ..11 徴収不足 | 徴収過大

1 . ..-'. . '-1 . .---. '-n善説~~;論議言ijiill 件数: 金額 |件数; 金額

I:'.~ 海丑 3，53斗 2，ω: 1_ _ _ _ _ _ _ _.. ~!~~.~L _ __?: _ ~~~ L. _ .~~刈1-__. .6_~: l_ _ _ _ :_2! !.~~l. _.. _ .~~!t.. _ _ .~~~~~~ 
青 森 4741 3741 30オム 65; 82.6%11 152; 10，6051ω! 日邸

主 ~Jl._.._._.____~~叶 3361 3卦ム2593刷|79i g，777165M9j  

宮城 57寸 3651 25オ6.112; 69.刈 138;. 51，2801 1ω16，812 

秋 田 5781 5η6鈎唱 π113.叫 215: 13，8141 184; 21，566 

山形 9091 6611 7191 58: 108.8対 150: 8，4871 115:7，608 

福島 4551 4971 49口l ム7; 98.6対 198; 41，7651 100; 18，454 
一 ・ . ー'ーーー一一一一ーー---.. --.-. ---~. ----------- ー

茨 J 域1z 8091 1，0121 8981 6. 114: 88.7対 411: 68，7241 104: 12，519 
栃木 72斗 η01 5361 6. 184; 74叫 198; 24，1971 120; 52，幻6
匝島司------ーーーー五ヰー四ーーーー司ーー--3921'--ー・幽ーーー司王3r---~-4司ーーー;五~5%11----ïiõ[----五百5r--- ー---4il--.1五i

I~_--・・町田ー.手一一-ー--司 1 ， 356帽.........1，J見守|ーーーーーーー 1 ， 12人.-圃--♂:iL一一-司J思1
8 干 葉I 5臼53司 3お65斗 3幻3斗ム 3犯3; ~則1. 0判刈 219吋 2お6，5臼23司 55可 4，018

東 吉苛r---------5;6ii刷ω肌 l寸 5正町，7加2μ41 5叩，6ム64:司3 ム8日1日: d瓦8.-6%1叫叫 572ηr---i68印悦叫，1閣羽司r------8瑚9犯B: 2拙4伍低引5正日，1

神 奈 )1 1目 2 ， 0凶58斗L_________~，_~引1日叶 1 ，0凶5日1斗I1 6. 35印9; 74.5対 311; 63，8711 148; 19，601 
新潟 1，0441 6661 64司6.21: 96.8%11 192: 36，9971 77: 10，335 
富山 7221 4881 5331 45: 109.2制 201: ' 18，2271 134: 12，054 

石 }I!I 5641 6241 5231 ム 101: 83.自制 180: 15，1841 124: 12，520 
日+縄開司開聞開明・ー・町一・4・・・・・開ー--_._--_.，_._------ー-一司-+-・・・・・・・・4一一一---1トーー-----:.司司開--酬-"---+--一司ーー・ト・・・・，ー・ーー

福井 4571 3951 3251 ム70: 82.3判 99: 7，1041 45:. 3，795 

山梨 5271 3931 4011 8; 102.0判 232: 34，幻51 114; 87，871 
iE-...，. R司---一 1，1司.-----------五61"------ーーー71函;一一--日ー 106.'ー|一万長;一開町立，Efil--E'-161-.13ii

l岐 阜 9101 8141 85オ 38; 104.7制 322; 29，5341 291; 43，714 

静岡 1，8451 1，η51 8651 ム860: 50.1刻 213; 35，3601 11日 23，970
+一一一一一一一・4・一一一一一一一ート--------------.t一一一一ベ~-----ーベト一一一ート ト

愛知 2，4041 1，5021 1，1521 6. 35日 76.7川 934: 209，1191 333: 57，450 
三重 6511 4601 42斗6.35; 92.4判 316; 48，9941 111; 17，958 
|玄…ーー司一一ー 3汗r------司明司・五71"--ー・・・“・・五γ------i 7 T -ïÕ5.7~I--. -ii9: ----35，89ir ---ーー-lir---TZi函

|去.ー_.___~L一ー-ーーーー_.~??L_凶ーーーーー--盟i一司---同一一~_1_~LA_~?当一ー -~~.-~~II---♂fi--.J5空~l・--...Afi--14ffp
大 盟 主姐71 3，ω!I. _ -. _ _ _ -. _ ~!9!i_~~ _ _ _ ~ _ ~~~ ~回訓1_ .}!~_~~i.---?~-1ß叫7.:~~1----1-~~~型
兵庫 1，4651 1，3001 1，97叶 676: 152.0別 925: 108，∞71 237: 31，611 
奈良 3331 3021 2叫ム 42; 86.1判 163; 24，9961 54; 4，000 

和歌山 4011 3171 4171 100: 131.叫 99: 7，1911 33: 1，804 

鳥取 3481 3321 34叶 14: 104.2%11 95: 7，3721 55: 6，200 

島 翌1___ _ __ _ _ _ _ _ _ ~~?l_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _~~~I_ _ _ _ _. _ _ __ _. ~~_1Jlム立 98.叫~_~~l_. __ _ _8!~_~~l_ _ _ _ __ _~!L_ _ _ _ _ ~~~~~ 

岡山 6河il 6341 5131 6. 121: 80.9叫 2回 24，119¥ 1印 15，8回
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直豆2
監察項目に係る通達

1 現金領収証書の様式変更

平成20年 3月 25日付け基徴発 0325001号

現金領収証書(領収済報告書)の様式変更及び切替等について . .. P1 

2 監督部門との連携強化

平成 19年 10月 5日付け基監発第 1005002号、基徴発第 1005001号

労働保険料の適正徴収等に係る都道府県労働局内の連携強化について・・・ P4

3 労働保険未手続事業の適用促進

平成 20年 3月 11日付け基発第 0311001号

業務の効果的・効率的な推進について

平成 20年 3月 31日付け基徴発第 0331006号、職保発第 0331003号

P6 

国土交通省における貨物自動車運送事業者の労働保険未手続事業に対する対

策強化に係る協力について P8 



都道府県労働局総務(労働保険徴収)部長殿

基徴発第0325001号

平成20年 3月25日

厚生労働省労働基準局

労働保険徴収課長

(契印省略)

現金領収証書(領収済報告書)の様式変更及び切替等について

標記については、新現金領収証書(帳票種別 30865)への様式変更に伴い、下記

の事項に留意の上、業務に遺漏なきを期されたい。

記

1 現金領収証書の取扱いについて

現金領収証書(収入様式第 32号)については、平成 19年度から「石綿に

よる健康被害の救済に関する法律」第 35条第 1項に基づき開始された一般

拠出金の徴収に当たり、現金領収証書(帳票種別 30845)を作成し、これを労

働保険料及び一般拠出金(以下「労働保険料等Jという。)の現金又は証券

に係る領収に使用するとともに、従来の現金領収証書(帳票種jjlJ30825)に

ついては労働保険料等以外の他勘定債権の現金又は証券に係る領収に使用

するよう指示してきたところであるが、今般様式を再度変更し、新現金領収

証書(帳票種別 30865)により労働保険料等及び他勘定債権を同ーの様式で領

収できることとした。

各収入官吏は、徴収関係事務取扱手引 1 (徴収・収納)第 2章第 1節第 9

12 分任収入官吏の転免」における処哩に準じ、平成20年 3月 31日をも

って使用中の現金領収証書(帳票種別 30825及び帳票種別 30845)の廃棄又

は返納を行い、平成20年4月 1日に新現金領収証書(帳票種別 30865)へ切り

替えを行うこと ο

手成20年 4月以降、これまで使用していた現金領収証書(帳票種別 30825

及び帳票種別 30845)は使用しないこと。



2 現金出納簿の記載について

現金領収証書(帳票種別 30825及び帳票種別 30845) を併せて持つ収入官

吏については、 2冊の現金出納簿(収入様式第 36号)を所持じ、それぞれの

現金領収証書の振出しに応じて5jIJに記載することと指示していたところで

ある。

平成 20年度において交替を伴わない収入官吏である職員の場合は、繰越等

の関係から現在、労働保険料等の領収として使用している現金領収証書(帳

票種別 30845)用現金出納簿を新現金領収証書(帳票種別 30865)用として使用

することとして差し支えない"他勘定債権の領収を行う収入官吏が使用して

いた、現金領収証書(帳票種別 30825)用現金出納簿については、収入官吏

を免じられたときの処理に準じて締切り、主任収入官吏への引継ぎ?等を行う

よよι

2 



現金額収謹書の蜜更について

現行 3082.5 (他勘定収納周}
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基監発第 1005002号

基徴発第 1005 001号

平成 19年 10月 5日

殿

都道府県労働局

総務部(労働保険徴収部)長

殿長部準基働労

厚生労働省労働基準局

監督課長

(契印省略)

労 働 保 険 徴 収 課 長

(契印省略)

労働保険料の適正徴収等に係る都道府県労働局内の連携強化について

標記について、平成 19年 10月5日付け基発第 1005002号において通知され

たところであるが、その具体的な取扱いについては下記のとおりとするので、適正な運

用に留意されたい。

記

連携の概要

本連携は、労働基準監督署(以下「署」という。)において実施した監督指導により

賃金不払が是正された事案に係る情報を、都道府県労働局労働保険徴収部署(以下「局

徴収部署Jという。)に情報提供することにより行うものとする。

1 

ヰ

提供する情報

( 1)提供する情報の対象

署において実施した監督指導により賃金不払が是正された事案であってその支払

額が高額であるものとする。

2 



(2)提供する情報の内容

① 事業場名

②所在地

③ 電話番号

④ 業種

⑤ 支払額及びその対象期間

⑥ 対象労働者数

⑦支払日

(3)情報の提供方法

上記 (2) の情報については、別添様式により、原則として 1年度分の情報を翌

年度の6月末日までに、署から都道府県労働局労働基準部監督課を経由して局徴収

部署あて提供するものとする。

3 提供を受けた情報の取扱い等

(1)局徴収部署の対応

情報の提供を受けた局徴収部署は、当該情報をとりまとめるとともに、速やかに

該当事業場の労働保険料の納付状況を確認し、必要に応じて納付指導、労働保険料

算定基礎調査(以下「算定基礎調査」という。)を実施し、労働保険料の収納を図る

ものとする。

(2)情報の取扱い

提供を受けた情報は、局徴収部署において算定基礎調査業務のためにのみ使用す

るものとする。

r 
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都道府県労働局長殿

(抜粋)

基発第0311001号

平成20年3月11日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

業務の効果的・効率的な推進について

国民生活の安心・安全を確保することが重要視されている現下の社会情勢にあって、

労働基準行政の役割はますます高まっている。

労働基準行政の主要業務については、これまでも地方行政運営方針等に基づき業務計

画を策定し、業務を遂行じ、結果を踏まえ次年度の業務計画に反映するいわゆる PDC

Aサイクノレ (plan(計画)-do (実施)-check (点検)-act (処置) cycle)を念頭に、

業務を推進してきたところであるが、平成20年度においては、特に下記第1に掲げる業

務についてはPDCAサイクルを念頭に検証を行い、一掃の効果的・効率的な業務の推

進を図ることとする。

ついては、貴職におかれては下記第2により取り組まれたい。

効果や効率の観点から改善を要する業務については、検証の一環として必要な見直し

を行うこととしているので了知されたい。

なお、本通達は平成20年度における業務を対象としており、平成21年度以降の検証の

対象業務をはじめとする在り方については改めて指示するものである。

言己

第1 対象業務

次に掲げる業務について、その実施状況の把握等を行う 0 ・

3 労働保険の未手続事業一掃対策

1 、 2 、 4~8 (略)

第2 具体的な対応

3 労働保険の未手続事業一掃対策

(1)局において行う事項

ア 目標設定

局においては、平成20年度の労働保険の未手続事業一掃対策について、次の

(ア)及び(イ)の事項に係る目標を含めた業務推進計画を策定し、年度末に



当該業務推進計画の達成実績の評価、問題点の分析等を行い、平成21年度の業

務改善に反映させること。

(ア)労働保険の未手続事業一掃対策

① 把握した未手続事業数

② ①のうち成立手続指導事業数

@ ②のうち成立事業数

(イ)貨物自動車運送事業者及び旅客自動車運送事業者(以下「運輸事業者」と

いう。)に係る労働保険手続情報の活用

① 地方運輸機関からの通報件数

② ①のうち回報件数

③ 運輸事業者に係る上記(ア)の①から③までに掲げる事項の件数

イ 対策推進時の留意事項

未手続事業一掃対策を効果的に推進するためには、関係行政機関から通報さ

れた未手続事業情報を有効活用することが重要であることから、関係行政機関

に対し未手続事業情報の積極的な提供を依頼するとともに、情報提供された未

手続事業に対する適切な手続指導等に努めること。

また、地方運輸機関から情報提供された未手続事業につ・いては、その顛末を

適切に回報すること。

その他、本対策のPDCAサイクノレ手法導入に係る詳細については別途指示

する。

ワ 実績の把握及び分析

上記アにより設定した目標に係る係数を年度途中及び年度末に集計し、目標

に対する進捗状況を評価すること。目標との君離が大きい事項が見られる場合

にあっては、その要因を分析する等により、年度途中に随時実施方法等を見直

すとともに、集計結果を踏まえ、平成20年度末までに平成21年度における実施

方針等の改善を行うこと。

エ木省への報告

本省への報告の詳細については、別途指示する。

(2)本省において行う事項

局に対して随時相談に応じ、好事例を提供する等により、本対策推進のための

支援を行う等必要な措置を講ずることとする。

1 、 2 、 4~8 (賂)

7 



都道府県労働局長殿

基徴発第 0331006号

職保発第 0331003号

平成20年 3月31日

厚生労働省労働基準局

労働保険徴収課長

厚生労働省職業安定局

雇用保険課長

国土交通省における貨物自動車運送事業者の労働保険未手続事業

に対する対策強化に係る協力について

貨物自動車運送事業者(以下「事業者Jという。)に係る未手続事業に対する

国土交通省との連携については、平成 15年 3月 31日付け基徴発第 0331004号

「貨物自動車運送事業者に係る労働保険未手続情報の活用について」及び平成 1

6年8月 25日付け基徴発第 0825001号「貨物自動車運送事業者に係る労働保険

未手続情報の活用について」において国土交通省の地方運輸局(沖縄総合事務局

を含む。)及び運輸支局(以下「地方運輸局等」という。)からの通報制度を実施

しているところであるが、今般、国土交通省において、 jjlj添 1のとおり、貨物自

動車運送事業(以下「事業Jという。)の健全な競争環境の整備を図るため、社

会保険等の未加入対策を強化し、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)

第6条に基づく事業の許可に際して社会保険等の加入を必要な項目として追加し、

未加入事業者に対しては同法第 33条に基づき、行政処分等を実施することとし

たところである。これに伴い、従来の通報制度の廃止の通知及び強化された未加

入対策への協力依頼(別添2参照)が行われたところである。

ついては、下記の事項に留意の上、地方運輸局等からの照会等に対し適切に取

り組むよう努められたい。

なお、旅客自動車運送事業者に係る通報制度については、今後も継続して実施

されることを申し添える。

記

1 事業者に対する労働保険等への未加入対策強化の概要

」

E 



今般の国土交通省における労働保険等への未加入対策強化の概要については、

以下のとおりである(別添 1及び参考参照)。

(1)新規に事業を行う事業者に対して、貨物自動車運送事業法第 6条に基づく事

業の許可に際して社会保険及び労働保険の加入を条件に付したこと。

このため、労働保険等への加入が認められない以下の①から③までのいずれ

かの状態に該当すると思われる新規の事業を、地方運輸局等において巡回監査

等により把握した場合は、貨物自動車運送事業法第 33条に基づき、当該事業

者に行政処分等を実施するものであること。

① 労働保険の保険関係成立に係る手続が行われていない事業(労働保険未

手続事業)

② 雇用保険の被保険者となるべき労働者を雇用しているにもかかわらず、

雇用保険の適用事業所設置屈が未届出である事業(上記①の場合も含む。

以下「全部未加入」という。)

③ 雇用保険の適用事業所設置届が提出されているが、雇用保険の被保険者

であるべき者について雇用保険の被保険者資格取得が未手続である事業(以

下「一部未加入Jという。)

この行政処分等に行うに当たり、地方運輸局等は事前に労働保険の加入の有

無等の状態について関係労働局に!照会して内容確認をするものであること。

(2)既存の事業者に対しては、国土交通大臣の指定を受けた地方貨物自動車運送

適正化事業実施機関(以下「地方実施機関J という。)が当該事業者に対し巡

回指導を行った結果、労働保険等への加入が認められない上記(1)①から③ま

でのいずれかの状態に該当すると思われる既存事業であることを把握し、改善

指導等を行うものであること。

その上でなお改善が見られない場合については、当該機関からの報告を基に、

地方運輸局等は監査を行い、その結果、上記(1)①から③までのいずれかの状

態であることを把握した場合は、労働保険等の加入の有無等の状態について関

係労働局に照会の上、その内容確認の結果により行政処分等を実施するもので

あること。

また、地方運輸局等は地方実施機関からの報告に基づく監査以外の監査も行

つでおり、この結果により上記(1)①から③までのいずれかの状態を把握した

場合についても、同様に照会するものであること。

2 労働局の対応について

(1)新規事業者に係る対応

イ パンフレット等の配付に関する協力

新規事業者が事業を開始するにあたり、地方運輸局等から事業許可書の交

付を受ける必要があるが、今回の対策強化により事業許可書の交付を受ける



際実施される講習において、労働保険等の加入に関するパンフレット等を配

付することとしている。

そのため、地方運輸局等から労働保険等の加入に関するパンフレット等の

配付要望が行われるので適切に対応すること。

ロ 地方運輸局等からの照会への対応

今般の国土交通省における未加入対策強化により、新規事業者が上記 1(1) 

の①から③までのいずれかの労働保険等への適正な加入が認められない場合、

地方運輸局等から行政処分等を科せられる場合がある。

地方運輸局等では、新規事業者の運輸開始届出書の受理時に労働保険関係

成立屈の写し等を併せて確認すること及び巡回監査等により上記 1(1)の①か

ら③までのいずれかに該当すると思われる事業(以下「照会対象事業Jとい

う。)であるかを把握することとなる。当該把握を基に、行政処分等の前提

として当該処分等を科す前に関係労働局に当該新規事業者が上記1(1)の①か

ら③までのいずれかに該当するか照会が行われるので、照会を受けた労働局

においては適宜、労働保険の保険関係成立手続の有無及び雇用保険被保険者

資格取得の有無を確認し、下記 3のとおり回答すること。

(2)既存の事業者に係る対応

既存の事業者については、地方実施機関からの報告等を基に地方運輸局等の

監査により照会対象事業であると把握した場合は、当該事業者について関係労

働局に上記 1(1)の①から③までのいずれかに該当するか照会が行われるので、

照会を受けた労働局においては適宜、労働保険の保険関係成立手続の有無及び

雇用保険被保険者資格取得の有無を確認し、下記 3のとおり回答すること。

3 照会に対する事務処理及び回答

(1) 労働保険の保険関係成立手続の有無に係る照会

イ 都道府県労働局総務部(労働保険徴収部)労働保険徴収主務課室(以下

「労働保険徴収主務課室」という。)は、地方運輸局長(沖縄総合事務局

長を含む。)又は運輸支局長(運輸管理部長を含む。以下「地方運輸局長

等」という。)より照会対象事業について文書(別添 3)により照会が行

われるため、照会様式の確認日欄の年月日時点における当該事業者に係る

事業について、労働保険の保険関係成立手続の有無を確認し、照会を受理

した日から 2か月以内に報告様式により照会を行った地方運輸局長等あて

回答すること。

ロ 照会のあった事業が労働保険の保険関係成立手続を行っていなかった場

合には、労働保険徴収主務課室において訪問指導等を行い、当該事業に対

して加入手続を行うよう手続指導を行うこと。



(2) 雇用保険被保険者資格の有無等に係る照会

地方運輸局等において照会対象事業を把握した場合は、地方運輸局長等か

ら労働保険徴収主務課室を介して関係労働局雇用保険主管課(以下「雇用保

険主管課Jという。)に対し、雇用保険被保険者資格の有無に係る照会も行

われるので、以下の点に留意すること。

イ 地方運輸局長等から照会が行われた場合、照会に係る事業所を管轄する

安定所(以下「管轄安定所」という。)はすみやかに事業所調査等を実施

し、当該事業所における全ての労働者について、地方運輸局等の照会様式

の確認日欄の年月日時点における雇用保険被保険者資格の取得状況(本来

取得すべき者が取得しているか否か)を把握すること。

なお、事業所調査に当たっては、業務取扱要領(雇用保険適用関係)22251 

のハ及び20801から 20803までの職権による確認に準じて行うこと。

ロ 上記イにより把握した状況について、雇用保険主管課は、原則、地方運

輸局長等からの照会を受理した日から 2か月以内に、次の項目を含む報告

様式により当該地方運輸局長等へ回答すること。

なお、事業主との接触ができない等の理由により、上記期間内の回答が

困難である場合は、その旨、書面により回答すること。

① 事業所名称

② 全部未加入、一部未加入又は全部加入であると把握される旨

③ 雇用保険の被保険者となる労働者のうち未加入である全ての労働者名

(全部未加入又は一部未加入の場合のみ)

ハ 上記イの事業所調査等により、当該事業所における雇用保険の全部未加

入又は一部未加入が把握された場合は、事業主に対し、雇用保険被保険者

資格取得屈の提出等、適切な雇用保険手続を指導すること。

また、届出が未提出であって、法令で定める期限を超過していない場合

は、特記事項に該当者の人数及び指導状況を簡潔に記載すること。

ニ 上記ハにより未加入であった労働者が雇用保険被保険者資格を取得する

場合、未納分の労働保険料を徴収する必要があることから、雇用保険主管

課は被保険者取得の手続が行われた旨を労働保険徴収主務課室に連絡する

とともに、連絡を受けた労働保険徴収主務課室は未納分の労働保険料の徴

収等の対応を図ること。

ホ 事業所調査等に当たっては、例えば、調査対象事業が労働保険未手続事

業の場合は労働保険徴収主務課室の訪問指導等に同行するなど、必要に応

じて労働保険徴収主務課室とよく連携すること。
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4 会議への参加

別添lの 16その他Jにおいて、運輸支局が必要に応じて開催するとしてい

る連絡調整のための会議が実施される際には、労働保険徴収主務課室及び雇用

保険主管課の職員は、関係課室連携の上、適宜協力すること。

5 実施の時期

本通達に基づく対応については、平成 20年 7月 1日から実施する。

(以下略〉
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置亙日

労働保険適用業種別検討委員会の検討結果概要について

1 検討委員会の設置趣旨

労働保険の適用状況については、業種間で相当のバラツキがみられる。特

に中小零細の商業、サービス業においては未手続事業が多くなっている。

そこで未手続事業の解消を図るため、これら業種の特性を踏まえた適用方

策同手法の検討を行う労働保険適用業種別検討委員会を設置。

2 検討対象業種

卸売業=小売業(コンビニヱンスストア業)

飲食庖(料飲業)

3 検討結果概要

(1)加入促進に係る主な問題点

(平成 18年度実績)

コンビニエンスストアはほとんどがフランチヤイズチェーン方式、料

飲業界は上部組織が存在しない

24時間営業又は夜間営業の事業場が多く、事業主の在庫時間帯が不

確定

事業主の労働保険加入意識が低い(特別加入制度の不知、義務である

ことの不知、等)

従業員の就労形態からくる事務の煩雑感

(2)改善対策

事業主の在肩時間帯の把握

コンビニヱンスストアについては本部 E 地域本部、料飲業については

料飲組合等を通じた加盟肩(事業主)への加入勧奨活動の実施(地域本

部等の経営指導会議、業界関係者の会合等の場の活用)

コンブライアンスの確立による事業への信頼性確保の必要性について

の意識啓発

労働保険加入の具体的なメリット、未加入のデメリットについての理

解促進(わかり易いパンフレット、より良い人材の確保、特別加入制度

・費用徴収制度の周知、等)

業界所管・監督行政機関、関係中央業界団体への加入勧奨の働きかけ

(料飲業については保健所へのパンフレツトの配置等)

事務組合制度の周知、委託の勧奨

加盟庄の加入促進成果に関する広報の実施

料飲業については入居ピルのオーナー、地域の商庖会への加入勧奨協

力依頼


